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午前 ９時３０分 開会 

○委員長（髙木法生君） おはようございます。ただいまより、決算審査特別委員会

を開会いたします。 

議員の皆様初め、執行部の皆さんには、円滑な委員会運営に御協力いただきます

よう、よろしくお願い申し上げます。 

また、秋山議長、岡山副議長、馬屋原監査委員には、オブザーバーとして協力を

よろしくお願いいたします。 

それでは先の本会議におきまして、本委員会に付託されました議案８件につきま

して審査いたしたいと思います。 

なお審査の日程でございますが、本日は一般会計、２５日は全特別会計、２９日

を予備日とし、二日間で会計ごとに審査を進めてまいりたいと思います。また、一

般会計決算及び特別会計決算の説明、質疑がすべて終了したのち、村田市長が出席

され、総括審議を行います。なお、本日の審査の進め方ですが、一般会計の決算の

説明に当たっては、歳出の款ごとの審査といたしますが、款によっては所管部局が

多数となるため、それぞれの部局からの説明をお願いいたします。 

それでは、これより審査を始めます。議案第１７号平成２５年度美祢市一般会計

決算の認定についてを審査いたします。なお、説明にあたっては、歳入では収入未

済額の大きなもの、歳出では主要事業、未執行の事業及び不用額の大きなもの等に

ついて御説明をいただきたいと思います。それでは最初に執行部より、一般会計の

総括的な説明を求めます。白井財政課長。 

○財政課長（白井栄次君） それでは、議案第１７号平成２５年度美祢市一般会計決

算の認定につきましての御説明を申し上げたいと思います。恐れ入りますが、お手

元に配付してございます、平成２５年度主要施策成果報告書を御準備いただければ

と思います。こちらによりまして、総括的な概要を説明させていただければと思い

ます。 

それでは、成果報告書の２ページをお開き願えたらと思います。このページの表

につきましては、財政規模及び財政収支の状況を表示したものでございます。ま

ず、平成２５年度の一般会計の決算規模でございます。歳入総額、Ａ欄でございま

すけれど、１７３億８，７０８万１，０００円を計上し、前年度の２００億９，７

８９万９，０００円に対しまして、２７億１，０８１万８，０００円、率にいたし
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ますと１３．５％の減となったところでございます。次に、歳出総額、Ｂ欄でござ

います。１６３億６，０６１万６，０００円を計上し、前年度の１８９億５，７０

５万８，０００円と比較いたしますと、２５億９，６４４万２，０００円、率にい

たしまして、１３．７％の減となったところでございます。 

これら歳入歳出におきましては、平成２４年度の美祢市土地開発公社の解散に要

する経費並びに第三セクター等改革推進債の借入の皆減により大幅な減となったと

ころでございます。この結果、形式収支でございます歳入歳出差引額、ここではＣ

欄になります。１０億２，６４６万５，０００円を計上いたしてございますけれ

ど、この中には、本年６月議会で御報告をさせていただいております、温暖化防止

対策事業等につきまして、繰越明許費として翌年度へ繰り越すべき財源、Ｄ欄でご

ざいますけど、１，２４２万８，０００円を含んでおりますことから、これを差し

引きました平成２５年度実質収支額は、（ロ）となりますけど、１０億１，４０３

万７，０００円となったところでございます。 

また、今年度の収入には、前年度の実質収支の繰越金が引き継がれておりますこ

とから、前年度の実質収支額（イ）でございますけど、これの１０億７，９４８万

３，０００円を差し引きました平成２５年度の単年度収支につきましては、Ｆ欄に

計上してございます。６，５４４万６，０００円のマイナスとなったところでござ

います。さらに、この単年度収支に基金積立や取崩しなど赤字要素と黒字要素を加

味いたしましたものが、実質単年度収支となります。平成２５年度におきましては

基金の積立を、Ｇ欄に記載されておりますとおり、５億３３万８，０００円行って

おりまして、また繰上償還並びに積立金取崩しは行ってございませんので、平成２

５年度の実質単年度収支につきましては、表の一番下でございますけども、４億

３，４８９万２，０００円となったところでございます。 

以上が、平成２５年度決算におきます財政規模及び決算収支の状況でございま

す。 

続きまして、決算の内容につきまして、最初に歳出の状況についてから、御説明

させていただけたらと思います。 

恐れ入りますが、成果報告書の１０ページをお開き願えたらと思います。この１

０ページにおきましては、目的別歳出内訳をお示しをしてございます。平成２５年

度の決算額につきましては表の最下段でございます。先ほど申し上げましたけれど
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１６３億６，０６１万６，０００円となったところでございますけども、これに対

しまして、最終予算額、これはその左側でございます。１６７億８，４５４万４，

０００円でございまして、この予算額に対します執行率は９７．４７％となったと

ころでございます。また、繰越明許費１，２４２万８，０００円を控除した場合で

は、９７．５５％となったところでございます。 

この目的別の決算額で、構成比の大きいものから順に申し上げますと、まず、民

生費が４１億８，９４２万７，０００円で構成比が２５．６％でございます。２番

目が総務費で２９億８，５８０万４，０００円、構成比１８．２％、３番目として

公債費が２２億２，３１６万６，０００円、構成比１３．６％などとなっておると

ころでございます。 

続きまして、主な増減につきましての説明を費目の順番にさせていただければと

思います。 

まず議会費でございます。決算額１億６，４９４万１，０００円で、前年度対比

で１，８５３万円、１０．１％の減となっております。これの主な要因につきまし

ては、議員定数の減に伴いまして、市議会議員共済会給付費負担金の減となったこ

とが主なものでございます。 

次の総務費につきましては、美祢市土地開発公社の解散に要する経費の皆減が影

響いたしまして、１６億９，４７６万３，０００円、３６．２％減の２９億８，５

８０万４，０００円となったところでございます。 

次の民生費につきましては、介護サービス施設及び私立保育園整備に対する補助

事業の実施等によりまして、２億５，４８９万５，０００円、６．５％増の４１億

８，９４２万７，０００円を計上してございます。 

次の衛生費、労働費、農林費につきましては、前年度とほぼ同額で推移をいたし

ております。 

続きまして、商工費につきましては、２億７，３７８万３，０００円で、農林資

源活用施設整備工事等の増によりまして、前年度と比較して２，６１１万７，００

０円、１０．５％の増となったところでございます。 

次の土木費におきましては、市営住宅下領北団地木造住宅建設事業の完了により

まして、３億６，２００万９，０００円、２０．６％減の１３億９，９０８万７，

０００円を計上いたしております。 
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次の消防費につきましては、下関市との通信指令業務共同運用事業の実施等に伴

いまして８，５３２万８，０００円、１３．６％増の７億１，１４１万７，０００

円となってございます。 

次の教育費につきまして、対前年度比で７億２，６５９万６，０００円、３５．

３％減の１３億３，４６２万７，０００円を計上いたしてございます。これは大嶺

中学校校舎整備事業の事業量の変更に伴いまして大きく減となっておるところでご

ざいます。 

次の災害復旧費につきましても、災害復旧事業の大幅な減少に伴いまして、１億

８，４２１万４，０００円、７０．８％減の７，５８９万４，０００円となったと

ころでございます。 

次に、公債費でございます。公債費につきましては、美祢市土地開発公社解散に

伴い借り入れた第三セクター等改革推進債、いわゆる三セク債の償還が始まりまし

たことから、前年度と比較して６，９６７万１，０００円、３．２％の増の２２億

２，３１６万６，０００円を計上いたしたところでございます。 

続きまして、性質別歳出内訳についての御説明をさせていただければと思いま

す。資料は、となりの１１ページでございます。 

まず、消費的経費についてでございます。３番目の維持補修費におきまして、ご

み固形燃料化施設等に係る経費の増加に伴い、前年度と比較をして１，１３６万

８，０００円、１１．２％増の１億１，２７０万２，０００円を計上いたしました

けれども、５番目の補助費等におきまして、こちらも美祢市土地開発公社の解散に

伴う経費が皆減となりましたために、消費的経費全体では２０億２，３４７万１，

０００円、１６．７％減の１００億９，３７７万１，０００円となったところでご

ざいます。 

次に、投資的経費についてでございます。前年度と比較いたしまして、９億５，

５７１万５，０００円、３８．３％減の１５億３，８１６万３，０００円を計上い

たしてございます。 

まずそのうち、１の普通建設事業費についてでございます。この１につきまして

は、詳細について、また別途説明をさせていただきたいと思いますので、１３ペー

ジをお開き願えればと思います。 

１３ページの上の表、目的別普通建設事業費の内訳をご覧いただければと思いま
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す。まず、総務費につきまして、平成２５年度、６，１９１万２，０００円を計上

してございます。主に、情報システムの整備に要する経費の増に伴いまして、前年

度と比較して１，２９７万３，０００円、２６．５％の増となったところでござい

ます。 

次に民生費では、介護サービス施設及び私立保育園整備に対する補助事業の実施

等により２億１，１４１万３，０００円、５４８．８％増の２億４，９９４万３，

０００円を計上いたしております。 

続きまして、３つ飛ばさせていただきますけども、続きまして商工費でございま

す。農林資源活用施設整備工事等の増に伴いまして、３，４２４万６，０００円、

２１６．６％増の５，００５万８，０００円を計上してございます。 

次の土木費につきましては、市営住宅下領北団地木造住宅建設事業の完了に伴い

まして、４億４，３９０万６，０００円、５３．４％減の３億８，７００万１，０

００円となってございます。 

次に、消防費におきましては、通信指令業務共同運用事業及び消防救急無線デジ

タル化共同整備事業の事業量の増に伴いまして８，２２０万７，０００円、６７．

９％増の２億３２５万９，０００円を計上いたしまして、また教育費におきまして

は、大嶺中学校校舎整備事業の事業量の減少に伴いまして７億１４９万円、７３％

減の２億５，９３５万４，０００円を計上いたしたところでございます。 

以上、これら普通建設費を合計いたしまして、その表の１番下でございますけ

ど、前年度と比較いたしまして７億６，７１２万１，０００円、３４．５％減の１

４億５，９３３万８，０００円となったところでございます。 

恐れ入りますが、再び、１１ページへお戻り願えたらと思います。 

性質別歳出内訳の説明を続行させていただければと思います。続きまして、その

他についてでございます。 

まず、１の積立金につきましては、普通交付税の合併算定替えの特例期間の終了

に備えるため、前年度と比較して２億６，９５７万１，０００円、４１．２％増と

なります９億２，４４０万９，０００円を、財政調整基金や減債基金等に積み立て

たところであります。 

なお、この積立金につきましては、平成２２年度の災害復旧事業において、歳入

の補助金が翌年度に収入される、いわゆる施越事業費の財源が見込まれていたため
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に基金への積立を抑制しておりましたけれども、平成２３年度以降は災害復旧工事

も順調に完了しているという状況から、基金の積み立てを積極的に行っているため

に、現在増加傾向にあるところでございます。 

次に、２番目の投資及び出資金・貸付金につきましては、２０８万３，０００

円、２％増の１億７６７万８，０００円を計上いたしております。投資及び出資金

として水道事業会計、病院等事業会計、美祢観光開発株式会社等に対しまして８，

７１０万円を、貸付金として中小企業融資制度事業等に係る２，０５７万８，００

０円を、それぞれ計上いたしておるところでございます。 

続きまして、３番目の繰出金についてでございます。国民健康保険事業特別会計

等へ繰出しでございまして、前年度と比較いたしますと４，１４１万９，０００

円、２．９％増の１４億７，３８２万９，０００円を計上いたしたところでござい

ます。 

以上、その他全体では３億１，３０７万３，０００円、１４．３％増の２５億５

５１万６，０００円となったところでございます。なお、繰出金の内訳につきまし

ては、この本報告書の１６ページに掲載してございますので、また後程、お目通し

をいただければと思います。 

続きまして、歳入の状況についての御説明をさせていただきます。恐れ入ります

が、本報告書の３ページまでお戻り願えたらと思います。 

それでは、このページに掲載されてございます、歳入内訳によりまして、御説明

をさせていただきます。 

平成２５年度の歳入決算額は、表の最下段に記載されておりますとおり、１７３

億８，７０８万１，０００円となったところでございます。 

まず、表の上半分の依存財源についてでございますけど、主なものにつきまして

は表の中ほどにございます、地方交付税でございます。決算額につきましては７５

億２６４万３，０００円で、普通交付税を算定する際の補正係数の変更や、災害復

旧事業等の減少に伴い特別交付税が減となったため、前年度と比較いたしますと

９，５９５万６，０００円、１．３％の減となったところでございます。 

次に、上から３番目の配当割交付金とその下の株式等譲渡所得割交付金におきま

しては、景気回復に伴う株式市場の取引利益の発生によりまして、大きく増額とな

り、特に、株式等譲渡所得割交付金につきましては、前年度と比較して１，４９７
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万１，０００円、１，２７０．９％の増となったところでございます。 

次に、その３つ下になりますけれども、自動車取得税交付金につきましては、エ

コカー補助金の終了やエコカー減税等の影響等によりまして、１，４２７万３，０

００円、２５％の減の４，２９０万５，０００円を計上いたしております。 

次に国庫支出金につきましては、市営住宅や学校施設整備事業等の普通建設事業

費、また災害復旧事業費等の減に伴いまして、前年度と比較して４億５，４０４万

８，０００円、２６．１％の減となったところでございます。 

次に、県支出金につきましては、災害復旧事業費が減少する一方で、介護サービ

ス施設や私立幼稚園等普通建設事業費が増となりましたことから、１億７，２３１

万３，０００円、１６．７％増の１２億６４３万円を計上いたしたところでござい

ます。 

次に、市債につきまして、美祢市土地開発公社の解散に伴う第三セクター等改革

推進債の借入の皆減によりまして、２２億４，８９０万円、５８．９％減の１５億

６，７４０万円を計上し、以上、依存財源全体では１２０億９，０９１万円とな

り、前年度と比較して２６億２，９３９万７，０００円、１７．９％の減となった

ところであります。 

続きまして、その下半分の自主財源についてでございます。 

まず、主なものは市税でございます。前年度比３，４４９万２，０００円、１％

増の３３億５，４１９万２，０００円を計上いたしてございます。なお、この市税

の概要と収納状況につきましては、後程、担当課長よりそれぞれ御説明を申しあげ

ますので、ここでは省略をさせていただきます。 

次に、財産収入についてでございます、５，４５９万９，０００円で、３，０５

４万３，０００円、１２７％の増となっておりますけれど、これは、美祢市土地開

発公社解散に伴う清算金の収入と市有林保育施業に伴う木材販売の増額等によりま

して、増となったものでございます。 

次に寄附金につきましては、９９４万３，０００円で、８８１万７，０００円、

４７％の減となってございますけど、これは、平成２４年度の財団法人吉永奨学会

様からの奨学基金寄附金の影響によるものでございます。 

次に、諸収入につきましては、美祢市土地開発公社解散に伴う土地開発基金の廃

止による収入の皆減によりまして、１億８，６８１万８，０００円、４７．６％減
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の２億６０６万２，０００円となってございます。 

以上、自主財源につきましては、前年度と比較いたしまして８，１４２万１，０

００円、１．５％減の５２億９，６１７万１，０００円となったところでございま

す。 

続きまして、基金の状況について御説明申し上げたいと思います。恐れ入ります

が、本報告書の１５ページをお開き願いたいと思います。１５ページの基金の状況

という表に基づいて御説明でございますが、ここでお断りでございますけれども。

表の上の方に米印で記載のございますとおり、表の数値は３月末時点でございま

す。従いまして、出納閉鎖期間中に増減したものは、これには反映されておりませ

んので、御了承願えたらと思います。 

これは、決算書の末尾に掲載してございますけれども、財産に係る調書、及び監

査委員意見書に記載された基金の額との整合を図ったものでございます。 

それでは、基金の状況でございます。総額でございますけれど、平成２５年度末

におきましては、表の最下段、右端にございますが、３８億７，７５７万７，００

０円となったところでございます。前年度末から比較をいたしますと、５億６，７

１４万７，０００円の増となったところでございます。 

続きまして、市債の状況についての御説明でございます。恐れ入りますが、本報

告書の１９ページをお開き願えたらと思います。１９ページにおきまして、平成２

５年度末の市債現在高の状況を、目的別にお示しをさせていただいております。平

成２５年度末の未償還元金合計額は、表の最下段、右から２番目にございますとお

り、１９３億７，６５６万９，０００円となりまして、前年度末と比較いたします

と４億２４万４，０００円の減となっております。単年度だけで申しますと、今年

の１５億６，７４０万円に対しまして、前年度は、美祢市土地開発公社の解散に伴

う第三セクター等改革推進債の借入が大きく影響し、比較すると２２億４，８９０

万円の減となったところでございます。 

それでは、平成２５年度の普通債における起債の主なものについて、御説明申し

上げたいと思います。 

まず、（２）の民生債におきましては、社会福祉協議会運営補助事業債、それか

ら社会福祉施設整備補助事業債、児童福祉施設整備事業債が主なものでございま

す。 
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次の（３）衛生債につきましては、上水道事業一般会計出資債、医師確保対策事

業債等が主なものでございます。 

それから、４つ下になりますけれど、（７）の土木債では道路新設改良債、

（９）の消防債では、通信指令業務共同運用事業施設整備並びに消防救急デジタル

無線整備事業等の実施に伴う消防施設整備事業債、最後に、（１０）教育債につき

ましては中学校施設整備事業債が主なものとなってございます。 

平成２５年度の美祢市一般会計決算の概要については、以上でございますが、引

き続きまして、各担当課長より、平成２５年度の主要施策につきまして、御説明を

させていただきますので、どうぞよろしく願いいたします。 

○委員長（髙木法生君） 説明が終わりました。これからは一般会計の個別事項につ

いて、説明を求めます。まず議会費を議題といたします。石田議会事務局長。 

○議会事務局長（石田淳司君） それでは主要施策成果報告書の３２ページをお開き

願います。最上段になりますが、議会費におきまして総額で１億６，４９４万１，

０００円を支出しております。主な事業といたしまして、１番、議会だより発行事

業１３３万９，０００円、２番、台湾訪問経費３４万３，０００円、３番、政策討

論会等経費として９万９，０００円を執行しております。 

以上説明を終わります。 

○委員長（髙木法生君） 大野総務課長。 

○総務課長（大野義昭君） それでは引き続きまして、総務費の主な事業につきまし

て御説明いたします。最初に総務管理費におきまして、席数の関係から、説明者全

員の出席ができておりません。従いまして商工労働課、学校教育課、生涯学習スポ

ーツ推進課、文化財保護課、建設課、世界ジオパーク推進室所管の事業につきまし

ては、商工費、土木費、教育費の冒頭に説明させていただきますので、御了承お願

いいたします。それでは２款総務費・１項総務監理費・１目一般管理費でありま

す。１職員研修費といたしまして１７７万７，０００円を支出しております。研修

内容は山口県自治研修所での研修、新規採用職員研修、市職員メンタルヘルス研

修、自治大学校での研修等であります。参加者等につきましては、記載してあると

おりですので御確認をお願いいたします。続きまして、３市総合防災訓練の開催経

費といたしまして、１万８，０００円を支出しております。昨年は９月７日麦川小

グラウンドにおきまして、麦川地区住民等約４００人の参加によりまして、実施し
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ております。次に、４自主防災組織活動補助金といたしまして、６万２，０００円

を支出しております。平成２５年度は、３組織に交付しております。 

○委員長（髙木法生君） 三浦市民福祉部次長。 

○市民福祉部次長（三浦洋介君） 続きまして、５男女共同参画推進事業におきまし

て、３１万４，０００円支出しております。これは、男女共同参画審議会の委員報

酬及び美祢市女性団体連絡協議会補助金が主なものでございます。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 杉原市民福祉部次長。 

○市民福祉部次長（杉原功一君） 続きまして、６無料法律相談事業の経費といたし

まして４２万８，０００円を支出しております。 

これは毎月開催しております、弁護士による無料法律相談に係る経費で、昨年度

１２回の開催、５４件の相談を受けております。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 佐々木企画政策課長。 

○企画政策課長（佐々木昭治君） 続きまして、次ページの３３ページに移りまし

て、７市制施行５周年記念事業でございます。（１）としまして、市制施行５周年

記念式典開催事業に５９万９，０００円を支出しております。これは、平成２５年

４月２７日に市民会館におきまして、美祢市制施行５周年記念式典を開催し、開催

にかかる経費として支出したものでございます。 

続きまして（２）としまして、台湾南投縣水里郷との交流事業に、３６７万７，

０００円を支出しております。事業の主なものは、平成２５年４月５日に美祢市に

おいて台湾南投縣水里郷と友好交流の促進に関する確認書の締結を行っておりま

す。また、平成２６年２月１３日から１６日まで友好交流訪問団１６名が台湾を訪

問し、南投縣政府並びに水里郷公所を表敬訪問するとともに、台湾ランタンフェス

ティバルの点灯式に出席をしております。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 三浦市民福祉部次長。 

○市民福祉部次長（三浦洋介君） 続きまして、（３）矯正施設・地域交流事業にお

きまして、６４万５，０００円支出しております。これは、美祢市社会復帰促進セ

ンターにおける更生支援活動として、盆踊り大会の浴衣の着付けや会員の盆踊り大
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会への参加などを実施している美祢市更生保護女性会に対し、浴衣帯、腰ひもを寄

贈したものでございます。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 大野総務課長。 

○総務課長（大野義昭君） 続きまして、２目文書広報費・１文書管理システム等導

入事業で、１，１９３万７，０００円を支出しております。これは文書のライフサ

イクル、収受、供覧、起案、決裁、施行、引き継ぎ、廃棄を一元的に管理し適正な

文書管理事務を実現し、かつ、事務の迅速化と情報の共有による業務の効率化を図

るため、文書管理システムを導入したものであります。 

○委員長（髙木法生君） 久保会計管理者。 

○会計管理者（久保 毅君） 続きまして、会計管理費の御説明をさせていただきま

す。主な支出としまして、１公費支払いの振込手数料が３６３万５，０００円。２

市税等納入の口座振替手数料が９６万２，０００円でありました。 

以上でございます。 

○委員長（髙木法生君） 篠田市長統合戦略局長。 

○市長統合戦略局長（篠田洋司君） 続きまして、平成２５年度主要施策成果報告書

の３４ページをご覧いただければと思います。６目企画費でございます。行政改革

大綱推進事業といたしまして、行政改革推進委員会の開催経費、全額委員報酬でご

ざいますが、６万円を支出しております。 

以上でございます。 

○委員長（髙木法生君） 中嶋地域情報課長。 

○地域情報課長（中嶋一彦君） 続きまして２番、ＭＹＴ運営事業でございますが、

これは美祢市有線テレビ放送施設指定管理委託料として、８，３５７万１，０００

円を支出しております。指定管理期間は、平成２４年４月から平成２７年３月まで

の３年間でございます。 

続きまして、３番サインシステム整備事業でございますが、美祢市を訪れる人の

円滑な市内回遊と観光地等への的確な誘導を図る事を目的といたしまして、平成２

１年度より、サインシステムを一体的に整備してまいりました。平成２５年度は、

６基のサインの張り替えを行いまして、３７８万９，０００円を支出しておりま

す。 
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続きまして、４番地区集会所建設補助事業でございますけれども、集会所補修工

事等で計８地区への補助を行っておりまして、１７１万１０００円を支出しており

ます。 

続きまして、ページの下の方になりますけれども、１０目活性化対策費でござい

ますけれども、１番コミュニティ助成事業といたしまして、自治宝くじ助成事業に

１４０万円を支出しております。これは、財団法人自治総合センターによります、

コミュニティ助成事業で財源はすべて同センターからの歳入によるものです。な

お、平成２５年度におきましては、赤郷地区振興会１団体に助成をしております。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 佐々木企画政策課長。 

○企画政策課長（佐々木昭治君） 続きまして、２ふるさと美祢応援寄附金事業でご

ざいます。この事業は本市へのふるさと納税にかかる事業ですが、ふるさと美祢応

援寄附金をふるさと美祢応援基金に積み立て、寄附者には美祢市の特産品を送付す

るものです。平成２５年度、寄附者数は７３９名で、寄付金額は８６４万７，００

０円となっております。また、平成２５年度は、ふるさと美祢応援基金の一部、１

２０万円を秋吉台山焼き事業と、伊佐小中学校通学路整備事業に充当しておりま

す。 

続きまして、右隣りの３５ページに移りまして、１１目ふるさと創生事業費でご

ざいます。１市民海外研修事業ですが、国際交流と国際理解のある人材の育成を目

的として、市内中学生を海外に派遣し、この市民海外研修に関する審査並びに研修

費用に対して助成を実施しております。平成２５年度は、８月１７日から２３日ま

での７日間にわたり、市内中学生１４名と引率者２名が台湾において研修を行って

おります。 

以上でございます。 

○委員長（髙木法生君） 中嶋地域情報課長。 

○地域情報課長（中嶋一彦君） 続きまして、１３目公共交通対策費でございます。

１番ミニバス運行事業でございますけれども、１，５２３万８，０００円を支出し

ております。これは、すでに運行しております４地域に続きまして、平成２５年１

１月から美東地域南部の運行も開始いたしましたけれども、それら全５地域の運行

経費に要するものでございます。 
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続きまして、２番生活バス路線維持費補助事業でございますけども、１億２，７

２７万８，０００円を支出しております。これは、生活交通の確保と維持を目的と

いたしまして、アンモナイト号を走らせております船木鉄道株式会社をはじめとす

る、市内路線バス事業者６社への補助金の合計額でございます。 

続きまして３番、地域公共交通協議会助成事業でございますけれども、７０万

９，０００円を支出しております。これは、美祢市地域公共交通総合連携計画に基

づきまして、地域公共交通協議会が行う事業に対し、負担金を支出するものでござ

いまして、平成２５年度の主な使途といたしましては、美祢市バスブックの作成経

費等でございます。 

続きまして、４番ＪＲ美祢線利用促進事業といたしまして、１５０万円を支出し

ております。これは、ＪＲ美祢線利用促進協議会への負担金としてＪＲ美祢線沿線

３市が同額を負担しておりまして、平成２５年度は協議会ホームページの開設、焼

き鳥列車の運行、利用助成事業、幼保交流事業等に要した経費が主なものでござい

ます。 

続きまして、その下ですけれども、１４目スプリング美祢セカンド推進費でござ

います。１番駅舎地域交流ステーション事業でございますけども、３４７万７，０

００円を支出しております。これは、ＪＲ美祢線の利用促進を図ると同時に、地域

交流の場として、地域住民が自由に交流できる施設として活用するという目的によ

りまして、平成２５年４月より施設の運用を開始しております。於福、厚保地域交

流ステーションの指定管理委託料が主な経費でございます。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 佐々木企画政策課長。 

○企画政策課長（佐々木昭治君） 続きまして、２ふるさと応援未来創造交付金事業

でございます。この事業は、地域の目指す姿を地域全体で考え実施するふるさと創

生プランを策定し、プラン実現に向けた事業を行う団体に対して交付金を交付する

ものであります。平成２５年度は、１団体に対して１００万円を交付しておりま

す。 

続きまして、３地域力発揮まちづくり創生事業でございます。この事業は市民団

体及び地域住民組織が提案する公益性の高いまちづくり活動に対して支援を実施す

る事業であり、平成２５年度は市民団体を支援する市民発チャレンジまちづくり事
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業補助金として、２団体に６６万２，０００円を交付し、地域住民組織を支援す

る、地域発提案型まちづくり事業補助金として１地域に３４万８，０００円を交付

しております。事業総額としましては、審査会の外部委員６名への報償費３万円を

加えました１０４万円を支出しております。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 細田税務課長。 

○税務課長（細田清治君） 続きまして３６ページの２項徴税費でございます。主な

事業として、鑑定評価事業でございます。これは平成２７年度固定資産税の土地の

評価替えに活用する、市内１７７地点の標準宅地の不動産鑑定評価を委託したもの

であります。事業費といたしまして、委託料１，１１５万１，０００円を支出して

おります。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 杉原市民福祉部次長。 

○市民福祉部次長（杉原功一君） ３項・１目戸籍住民基本台帳費、決算額は７，８

４５万４、０００円でございます。主要施策として、１戸籍副本データ管理システ

ム導入委託事業に３０５万６，０００円を支出しております。これは、災害時の戸

籍滅失を防ぐため、戸籍副本データ管理システムを導入し、戸籍データのセンター

管理を開始したものでございます。 

次に、２旅券発給業務経費として、１９万７，０００円を支出しております。こ

れは、平成２３年１０月より申請受付を開始しました旅券事業に伴うもので、申請

書の受付及び送付、旅券の交付を市役所本庁で行っております。平成２５年度の実

績は１０年旅券が１５３件、５年旅券が１２６件、訂正・増補その他が５件、合計

で２８４件でございます。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 大野選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（大野義昭君） 続きまして３７ページになります。４項

選挙費・２目参議院選挙費におきまして、第２３回参議院議員通常選挙の執行に

２，１５５万８，０００円、３目参議院議員補欠選挙費において、参議院山口県選

挙区選出議員補欠選挙の執行に１，８４８万円、６２目県知事選挙費において、山

口県知事選挙の執行に２，３８７万円をそれぞれ支出しております。 
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なお、選挙期日につきましては記載してありますとおりですので、御確認をお願

いいたします。 

○委員長（髙木法生君） 中嶋地域情報課長。 

○地域情報課長（中嶋一彦君） 続きまして、５項統計調査費でございます。２目指

定統計調査費といたしまして、１番住宅土地統計調査費でございますが、これは国

民の住生活の状況を調査するもので、その経費といたしまして、４１４万５，００

０円を支出しております。財源は、全額県からの委託金によるものです。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 説明が終わりました。それでは、ここで議会費及び総務費

につきまして質疑を行います。質疑はございませんか。はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） 何点かお尋ねします。報告書の３３ページですが、文書広報

費なんですが、この文書管理システムができまして、今までに住民の方から、同じ

日に何通も同じ名前の郵便が来るけど、あれはどうにかならないのかということも

受けましたが、この文書管理システムの導入で、それが改善されるのかということ

と――一問一答でいいでしょうか。 

○委員長（髙木法生君） 大野総務課長。 

○総務課長（大野義昭君） ただいまの御質問でちょっと確認なんですけども。市民

の方から、いろんな文書が何通も同じ日に来るから、その新システムでどうにかな

らないかという御質問ですかね。 

○委員長（髙木法生君） 三好委員。 

○委員（三好睦子君） その方の同じ名前で、何通か来るみたいでした。課は違うよ

うでしたけど。 

○委員長（髙木法生君） 大野総務課長。 

○総務課長（大野義昭君） この文書管理システムは、それぞれの担当が、担当によ

る起案等を一元的に管理するものでありまして、今言われる御質問は、要は横の連

携といいますか、各事業等がですね、連携がうまくいっていないということで、同

じ日付で同じような文書が何通も行くという御質問だったと思いますけど、それに

関しましては、このシステム自体でなかなかそういったチェックはできる内容では

ございませんので、それ以前の業務ですね、横の連絡なり、あるいは各課のそうい

った職務のそういった縦の連携なりを強化いたしまして、そういった誤解を招くよ
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うな文書等は発しないように今後努めてまいりたいというふうに思います。 

○委員長（髙木法生君） 三好委員。 

○委員（三好睦子君） 多いような気がしますけどすみません。３７ページの選挙費

ですが、選挙公報が新聞の折り込みでなく、全戸に届いたことは本当にありがた

く、みんな住民の方からも喜ばれました、ありがとうございました。それで今後の

方針と取り組みについてお伺いいたします。 

○委員長（髙木法生君） 大野選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（大野義昭君） 今言われたように選挙公報ですね、選挙

公報におきましては、主に知事選挙、あるいは国政選挙等が主な内容になっており

ます。市独自であります市長選挙、あるいは市議会選挙におきましては、現在のと

ころは選挙公報は発行しない事になっております。それで県なり国の選挙におきま

しては、全額補助金の方でみられますので、そういった事に関しましては、今まで

通り、さっき言われたように全戸配布に努めてまいりたいというふうに思います。 

○委員長（髙木法生君） 三好委員。 

○委員（三好睦子君） よろしくお願いします。それからですね、報告書の３５ペー

ジですが、駅舎地域交流ステーションですが、於福の駅はイベントがあって使われ

ているようでしたが、厚保駅は何かさみしい感じがしました。土曜、日曜とか、こ

う日にちを決めて、野菜や手芸品を売ったりとか、フリーマーケットを開くなど、

また、お茶を飲んだりおしゃべり会をしても良いのではないかと思うんです。そし

て定期的に開催することで、美祢線を各駅から乗って、その駅に行くとか。そうい

った利用促進にもなると思うのです。そうすれば賑わいもあると思うのです。２カ

所で３，０００万円以上の支出がされていますが、３，０００万円もあれば新築が

２件は建つような金額です。執行部は駅舎の改装、トイレを作ってハイ終わりとい

うのではなくて―― 

○委員長（髙木法生君） 三好委員、３００万円ではないですか。 

○委員（三好睦子君） ３０００万でしたよ。建設についてはです。すみません。今

回の補正は３００万ですが、建設について、一昨年にありましたが、それで美祢線

の利用促進に力を貸してあげて、執行部の方がお力を貸してあげられたら、いかが

かと思いますが、そういったことをお考えかどうかお尋ねします。 

○委員長（髙木法生君） 中嶋地域情報課長。 
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○地域情報課長（中嶋一彦君） 三好委員の御質問にお答えいたします。御提案あり

がとうございます。先ほど御説明させていただきましたように、運用につきまして

は、平成２５年４月からということで、やってまいりました。１年半過ぎたところ

でございます。やり方といたしましては、定期的に、於福地域交流ステーションと

厚保地域交流ステーションと月１回合同会議をもちまして、いろいろと各取り組み

を話し合っていたり、問題点を話し合っていたりして、まだ現在手探りの状態では

ございますけれども、それぞれ厚保地域、於福地域、地域の特色を生かして運用を

しているところでございます。 

地域情報課にいたしましても、その会議に参加いたしまして、各交流ステーショ

ンの取り組み内容をお聞きしまして、その都度助言、それからアドバイスその辺を

行っているところでございます。利用者につきましても、それぞれ次第に伸びてい

っている状況ではございますが、先ほど冒頭で厚保についても於福のようにいろん

な行事をしたらどうかと、いう御提案がありましたけども、厚保に関しましてもい

ろいろと特産品がございますので、例えば秋になれば、栗拾い、それからその他

の、観光とは言えないかもしれないんですが、そういったこともできるように。市

外、あまり美祢線を利用された事のないような方がいらっしゃった時にもですね、

丁寧に御説明をいたしまして、その地域の特産品とか御説明して、それから駅に自

転車も置いておりますので、自転車に乗ってですね、いろんな所をめぐっていただ

くようなこともやっているところでございます。それ以外にも、定期的に地域の方

が習い事等できるようにしておりますので、その部屋を活用されまして、その各団

体の活動をされているというところでございます。 

まだまだ、現在手探りの状態ではございますけども、次第に広げてゆきたいとい

うふうに私共も考えておりますので、以上のとおりで御報告させていただきます。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 三好委員。 

○委員（三好睦子君） お先に失礼します。審査意見書の中の９ページなんですけ

ど、国庫支出金の年度比較が出ておりますが、これのその他というのがあるのです

が、このその他とは、この金額が半額、２分の１以上なのでちょっと気になる所な

のですが、どんな部類なのでしょうか、お尋ねします。 

○委員長（髙木法生君） 三好議員、今は歳出を説明されていますから、歳入は後ほ
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ど、説明があったのちに質疑をお願いします。岩本委員。 

○委員（岩本明央君） ２つぐらい質問をいたします。３５ページをお願いします。

３５ページの公共交通対策費というのがありまして、その下の２の生活バス路線維

持補助事業、１億２，７２７万８，０００円というのがあります。これは、財源は

どこで。前にですね、私ちょっと質問したんですが、上のねミニバス運行事業は大

変人気があるんですよ。この事業が１，５２３万８，０００円、約１ケタ違うんで

すよね。で、今回の決算、２５年度の決算が１６３億６，０００万ちょっとです

が、この生活路線だけで０．８％の出資があるんですよね。これがいかにももった

いないような気がするんですが、何とか減額するなりなんかせんと、その費用減額

した分をミニバス運行なんかの方の事業に回してもらった方が、よっぽど市民の方

は、本当にお年寄りなんかに対して、すごいサービス向上になると思いますが、そ

の点はどうなんでしょうか。０．８％位になると思います。 

○委員長（髙木法生君） 白井財政課長。 

○財政課長（白井栄次君） 岩本委員の御質問のまず最初の前段の部分で、財源につ

いての御質問があったかと思いますけれど、これについては私の方から回答させて

いただけたらと思いますけれど、この生活バス路線に対する補助ですけれど、８割

程度が、特別交付税で措置をされておるという状況でございます。 

○委員長（髙木法生君） 中嶋地域情報課長。 

○地域情報課長（中嶋一彦君） 岩本委員の御質問にお答えします。ミニバスの運行

を導入しているのに、路線バスの方を考えたらという、ざっくりとそういう質問と

認識しております。 

ミニバスに関しましては、対象が交通不便地域の住民の方を対象に導入しており

まして、路線バスは通っておるんですけれども、そのバス停から１ｋｍ以上の方、

バス停まで歩いて行くのはかなり不便と、交通手段が無いというような方を対象

に、ミニバスを導入しているところでございまして、実際のところ、ミニバスを導

入した所に対して、ミニバスを導入したから路線バスを廃止するというのは、中々

直結しづらいところでございまして。経費の削減には直接結び付いてないところで

はございますけれども、それでも先ほど御指摘いただいたようにですね、路線バス

の経費がかなり高額になっておりますので、路線に関しましては、随時地域公共交

通協議会の中でもですね、提案をいたしましてですね、路線バス。かなり乗車人数
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が少ないといったような所に関しましては、徐々にではございますが、削減をして

いるところもございます。 

ただし、その経費の削減に関しましては、２５年度削減しましても、２５年度末

にすぐその削減という効果が出てきませんので、削減しましたところは翌年度の経

費の減という事になっております。しかしながら、かなり金額は上がっておりま

す。乗車人数も減っている所に関しましては、引き続き今後も、その辺地域公共交

通協議会の中でも協議をいたしまして、対応したいと考えております。 

○委員長（髙木法生君） 岩本委員。 

○委員（岩本明央君） 私の言いたい事がいまいちちょっと御理解いただけなかった

と思いますが、今財源内訳については８割補助があると、いうふうなお話がありま

したですね。〔発言する者あり〕地方交付税。地方交付税であるということで。は

い。私が言いたいのはですね、要は、これだけの、１億７，２００万の金を出さん

といけんと。今、地方交付税でみてもらえるのはわかりました。ぜひですね、この

経費をできるだけ上のミニバス運行の方へ回していただけたら、地域住民の方、ほ

んとにいま人気が良いんですよ。だからできるだけ切れるものは切っていただくよ

うな方向で検討をしていただきたいと思います。前にもちょっと話したんですが、

ある市町、山口県が合併する前に、ある町がある路線バスを切りました。そういう

例もありますので、ぜひ検討していただきたいと思います。 

○委員長（髙木法生君） 田辺総合政策部長。 

○総合政策部長（田辺 剛君） 今の岩本議員の御質問ですが、赤字の路線バスを廃

止して、その分をミニバスにもっていったらどうかと、いうことだろうと思いま

す。実際のところ、今の――先ほど課長が申しましたように、極端に利用の少ない

路線の区間についてはですね、見直して廃止をしたりというような経費の節減努力

はやっておりますけれども、ミニバスもその路線バスがあってこそのミニバスとい

う。といいますのは、ミニバスで路線バスの結節点に、ミニバスでそこまで運ぶと

いうような地域もありますので。簡単に単純に、生活バス路線を切って、その替わ

りにミニバスというわけにはなかなかいかないと、いう現状は御理解いただきたい

と思います。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 竹岡委員。 
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○委員（竹岡昌治君） ３点ほど質問をさせていただきます。その前に委員長に、三

好委員が一問一答方式で良いかと言われたですが、それは一般質問だけだと思うの

で、３点まとめてやりたいと思います。まずですね、性質別歳出内訳、これが１１

ページですか、ご覧いただいたらですね、人件費が昨年は４．５％削減、昨年は退

職者が少なかったということもありますが、特別職の退職金が入っていたので、一

概にどうとは言えませんが、今後の、今年は０．８伸びているわけですね。従っ

て、今後の行政改革の中でですね、今後の人員削減、目標とですね、それから、こ

うした状態がちょっとこの数字を見た限りでは、もう人員削減が限界値にもう達し

たのかなという疑問も持っております。従いまして今後もまた、退職、新規採用等

による若年化ということで人件費削減も実施はされるだろうと思うのですが、その

辺の将来的な展望の御説明をしていただきたいと思います。 

それから２点目はですね、３４ページの中ですが、ふるさと美祢応援寄附金事

業、これも今後、大いに市外各所から応援をしていただいて、納税していただきた

いと思うんですね。しかしながら本年は、１，１６０万５，０００円お使いになっ

て、寄附総額が８６４万７，０００円ということで、この数字の中に先行投資が含

まれているのか、あるいは寄附者そのものの、意向に基づいて処理をしてあるかど

うか。いわゆる寄附をするときに、何らかの何々に使ってくださいとかですね、あ

るだろうと思うんですね。その辺の状況。 

それから３点目はですね、３６ページ、鑑定評価事業。このことで、美祢市が持

っております住宅分譲地も、今年度期中において値下げをされました。傾向とし

て、評価の上がった所は無いとは思うんですが、万一あれば教えていただきたい

し、それから下落率がどれくらいのものなのか、いちばん最高の下落率、あるいは

平均等、分かればお示しをしていただきたい。 

以上３点の質問であります。 

○委員長（髙木法生君） 大野総務課長。 

○総務課長（大野義昭君） 最初に、人件費の削減、特に人員の削減等の展望につい

てということで、まず最初にお答えしたいと思います。人員削減につきましては、

平成２２年度から集中改革プランによりまして、約３０人程度、これまで目標を立

てまして、減らしてきて実績は今のところ２６名減ということになっております。 

今後の見通しなんですけど、今後後期の行革大綱を今から、今現在策定しておる
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最中です。その中でまた人員削減等も今後計画していきますけども、御存じのとお

り各現場におきましては、もうほとんど、これ以上削減できないような状況で、職

員もですね、かなりの過重労働を強いている状況です。今後の展望につきまして

は、やはり今度の小中学校の統合なり、あるいは保育所の統合、そして後は今後総

合支所のあり方、あるいは出張所のあり方等を総合的に考えながら、業務等の、行

革といいますか、そういうのも絡めまして考えていきたいというふうに思っており

ます。 

以上でございます。 

済みません、ちょっと過重労働という言い方は申し訳ございません。時間外がで

すね、若干出てきたりとかそういったものもありますので、職員の業務の負担も軽

減する方向でいろんな事を考えていきたいというふうに考えております。 

○委員長（髙木法生君） 佐々木企画政策課長。 

○企画政策課長（佐々木昭治君） ２点目の、ふるさと美祢応援寄附金の使途につい

て、御質問に対しまして、お答えをいたします。平成２５年度につきましては、８

６４万７，０００円寄附をいただいております。この内訳といたしましては、先ほ

どおっしゃいましたように、どういう内容で使ってほしいとういうところを聞くと

ころがございまして、その内訳といたしまして、市長にお任せするというのが、４

０３万９，０００円、続きまして、秋吉台など美しい自然を守る取り組みというと

ころに２７２万３，０００円、続きまして、人づくりへの取り組みに対しまして、

１２９万５，０００円、その他３２万円、トータルで８６４万７，０００円となっ

ております。 

なお、この平成２５年度に、先ほど申しましたように基金の一部を１２０万円を

崩して財源として充当しております、秋吉台山焼き事業につきましては５０万円、

また伊佐小中学校通学路整備事業には７０万円を充当しておりますけれども、この

７０万円につきましては、平成２２年にこの伊佐小中学校通学路整備事業の改善に

ということで、４０万円、平成２４年度に同じような目的で３０万円、目的を明確

にされて御寄附いただいております。これに対して、そういう目的で、この基金を

使わせていただいております。 

以上でございます。 

○委員長（髙木法生君） 細田税務課長。 
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○税務課長（細田清治君） 先ほどの御質問にお答えいたします。下落率でございま

すが、美祢市全体の宅地の評価額でございますが、平成２４年度が１平米あたり

４，６５５円でしたが、平成２５年度には４，３９６円で２５９円、５．６％の減

となっております。平成２６年度が、４，２６０円となっており、平成２５年と比

べまして１３６円、３．１パーセントの下落となっており、この２年間で３９５

円、８．５％の減額となっている傾向にあります。 

以上であります。 

○委員長（髙木法生君） 他に質疑はございませんか。竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） ちょっとですね、先ほど過重労働とおっしゃったんですが、

人員削減された場所とですね、それから確かに、残業をしなくちゃならん箇所。職

員をこうシフトさせると、いわゆる平均化をしていくと。大変難しいだろうとは思

うんですけどね。また、他課からの応援ということも可能だろうと思うんです。そ

うした柔軟性のある人事配置が可能かどうか、お聞きしたいと思います。 

それからもう１点はですね、御答弁がなかったんですが、１，１６０万５，００

０円の中で、いわゆるふるさと美祢応援寄附金事業の支出。これの先行投資がいく

らかあるのかと、いうのは出した金よりは入った金の方が少ないと、こういうこと

で、何らかの原因があるんじゃなかろうかという気がしたんでお尋ねしたんです

が、その２点について御答弁願いたいと思います。 

○委員長（髙木法生君） 大野総務課長。 

○総務課長（大野義昭君） ただいまの御質問にお答えいたします。先ほど申しあげ

ましたように、過重労働という言い方は不適切として訂正させていただきます。今

言われたように、時間外が発生する部署、あるいはそれぞれ忙しい時間帯、時期等

いろいろございます。今言われたように、いろんな――今議論されておるのが、グ

ループ制の導入、例えば閑散――仕事がですね、ある程度閑散と言いますか、少し

時期的に忙しい時、あるいは若干季節によってはその業務が、ゆるやかな時等もご

ざいます。そういったところの組み合わせ、あるいはですね、時差出勤といいます

か、忙しい時間帯に合わせて、就業時間を調整するとか、いろんな取り組みが各よ

その市町村等で行われております。 

今言われたようにそういったものも、含みまして、後ですね今後マイナンバー制

度導入、これもですね、かなりの業務の、今度は短縮化と言いますか、効率化が図
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られてきます。あと、県からもですね、県の移譲事務、国からの移譲事務がどんど

ん市町村に降りてまいります。仕事の量というのが、かなりふえてもきますし、あ

るいは効率化できるところもございます。そういった適正な人事配置を今後さらに

研究いたしまして、省力化に努めていきたいというふうに考えております。 

以上でございます。 

○委員長（髙木法生君） 佐々木企画政策課長。 

○企画政策課長（佐々木昭治君） 失礼いたしました。先ほどのふるさと美祢応援寄

附金事業の１，１６０万５，０００円の中に、将来に備えての先行投資があるかと

いう御質問でございます。この１，１６０万５，０００円の明細はですね、報償費

といたしまして、お礼の品、こちらの方が２８９万７，６２０円続きまして、切手

代等役務費が５万６，９６０円、続きまして積立金、基金への積立をする。ふるさ

と納税をしていただいたお金をそのまま基金へ積立のお金がですね、そのまま基金

への積立のお金がですね、先ほど申しましたように、８６４万７，０００円、そし

てまた基金利子、利子が付いておりますので、こちらの方が３，６３４円、以上こ

のような支出明細になっておりまして、ほとんどが、ほとんどというか８６４万

７，０００円が、今後の基金への積み立てとなっておるという状況であります。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 河本委員。 

○委員（河本芳久君） ３５ページのふるさと応援未来創造交付金事業というのと、

地域力発揮まちづくり創成事業この２件についてお尋ねします。 

最初のふるさと応援未来創造事業は、まあ両方ともですが、２５年の重点政策事

業として上がってきている。そして予算的には５００万円、また３５６万円と、か

なりの額が予算的には準備されておると。しかし、ふるさと応援未来創造交付金事

業については、１団体のみ１００万円、いわゆる５分の１の支出と、そしてまちづ

くりについても、３分の１。大変いい事業であって、ぜひとも地域の活性化のため

には役立つ事業だと私は受け止めて期待をしておる。しかし実際には、あまり応募

が無かったのか、それとも中身を審査された結果、やむを得ず、この２の事業につ

いては１団体、まちづくりについては２団体と１地域と。お尋ねしたいことは、ま

ずその重点事業として、大いに期待をされておったけど、結果的にはあまり応募が

無かったのかどうか、このあたりをちょっと確認したいんですけど。 
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○委員長（髙木法生君） 佐々木企画政策課長。 

○企画政策課長（佐々木昭治君） 河本委員の御質問にお答えいたします。ふるさと

応援未来創造交付金事業並びに地域力発揮まちづくり創成事業につきましての応募

の状況についての御質問だと考えています。ふるさと応援未来創造交付金事業につ

きましては――地域力発揮まちづくり創成事業もそうですけれども、市報ならびに

ＭＹＴ、市ホームページ等にですね、この事業の応募要項等、市報についてはスペ

ースが限られておりますけども、できるだけ情報を流してですね、各市民の皆様の

ほうに応募を募ったところでございますけども、ふるさと応援未来創造交付金事業

につきましては１団体、交付をしておりますけれども、こちらのほうは平成２４年

度に採択をした事業で、２年目、３年間の事業を保持しているわけですけれども、

２年目の事業の団体に対して、１００万円を実施したものでありまして、ふるさと

応援未来創造交付金事業につきましては、実質は２５年度の応募はありませんでし

た。再度募集をしたわけですけども、応募がなかったものですから、再募集をかけ

ましたけれども、それでも応募がありませんでした。ですので、ふるさと応援未来

創造交付金事業につきましてはそういう状況です。 

また、地域力発揮まちづくり創成事業につきましては、市民発チャレンジまちづ

くり事業２団体、地域発提案型まちづくり事業１団体となっておりますけど、こち

らのほうにはこの３団体応募がございまして、審査の結果、３団体認められまし

て、３団体に対して交付をしておるという状況でございます。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 河本委員。 

○委員（河本芳久君） 中々この応募がなかったという、地域にはこれを世話する人

がなかなか見つからないというか、そういう組織化することもできにくいと、そう

いう状況に今地域はなっているという、こういう実態があれば、もう少し緩和をし

て、補助対象事業の審査を緩和されて、そして地域の住民が地域のことについて自

ら活動し、そして地域を活性化なり、お互いに住みやすい地域づくりをするための

事業を展開していくと。そういう実施の方法について、改善する余地は無いのかど

うか。というのが今年も、すでにこの事業はなされておる。特に地域力発揮まちづ

くり創成事業はなされておる。私は大変に良い事業だと思いながら、やはり取り組

みについて、それだけの関心が無いのか、いや関心があるけれども、中々取り組み
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にくい実施要綱ができておるから応募がしにくいのか、その辺について、ちょっと

この住民の声としては、たくさんそういうまちづくりについて何か活動をしようと

いうのはたくさんあるわけですから、それは実際には上がってこないという、その

辺はどこに原因があるのか、ちょっと執行部で感じておられれば、それを聞かせて

いただきたい。 

○委員長（髙木法生君） 田辺総合政策部長。 

○総合政策部長（田辺 剛君） ただいまの河本議員の御質問にお答えいたします。

もともとふるさと応援未来創造交付金事業といいますのが、小規模高齢化集落のそ

の課題を解決するというのをその目的の一つにしておりまして、複数の地域がその

連携していただいて、そして地域づくりを自ら考えて、それに対して市が応援しよ

うということで始めております。これが全額補助ということで、今手元に、実施さ

れた団体数は把握していないんですけど、美祢、美東、秋芳でそれぞれやっていた

だけるだろうなと、こちらが考えているような地域についてはですね、この事業を

活用していただいたというふうに、私のほうは認識をしておりまして、この事業に

ついては、地域づくりの基礎づくりをやっていただこうということで始めたもの

で、一応の役割は、果たしておるのではないかというふうに認識しております。 

その基礎づくりをやっていただいたうえで、応用といいますか、発展型といいま

すか、そういう活動に取り組んでいただくために、地域力発揮まちづくり創成事業

というのを新たにつくって、これについては地元から、いくらかの負担をしていた

だいて取り組んでいただくようになりますので、なかなか全額補助の事業よりは、

なかなかとっつきにくいというとことはあるかもしれませんけども。一応基礎づく

りの事業をまずやって、それからその発展的な取り組みをやっていただくというこ

とで事業を構築しております。 

それと併せてまた新たにジオパーク活動応援事業。これが全額補助でジオパーク

活動に限定しておりますけれども、ほとんどその地域づくりと合致するところが多

いというふうに考えておりますので、また今後これも併せて事業を再構築する必要

があるのではないかというふうに考えておるところでございます。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 坪井委員。 

○委員（坪井康男君） 先ほど岩本委員と、竹岡委員さん質問なさったことに関連し
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て、２件ほど質問をさせてください。１件目はですね、生活路線バス補助事業とし

ての１億２，７００万、確かに金額としては突出して、大きい金額になったと思い

ます。それで、私が住んでおります、東分日永地区では西市から美祢駅までの路線

バスが走っているのですが、これに対する補助もこれに入っているのでしょうか、

もし――入っていますね。そうしますとね、私時々事情があって車が運転できない

時がありますので、このバスを利用いたしております。朝の通学時間帯は乗りませ

んけども、お昼前とか、夕方３時４時とかに乗りますとね、私一人だけです。乗っ

ているのが。それで２人、私の他に１、２名乗られたことというのがほとんどあり

ませんね。最近かなり頻繁に使っておりますけども、ほとんど無いんです。しかし

朝の７時２６分ですか、日永発美祢行きはですね、児童生徒たくさん乗ります。そ

こで質問なんですが、この生活路線バスのスケジューリングと言いますかね、朝の

通学時間帯、もしくは帰る時間帯、児童生徒がね。それだけを運行するということ

は、おそらく会社ですから、受けられないんだろうと思いますけども、その辺の事

情があるのかどうなのか、減らせないというがね。それ以外のおそらく日中のあれ

はこの西市、美祢駅のケースだけかもしれませんが、ほとんど乗って無いですよ。

実態調査をされた事があるかどうか知りませんけどもね。そういう何か必要な時だ

け走ってもらうと、必要じゃないのは要らないよというような事ができるのか、で

きないのか、それができないとすれば、今年の１億２，７００万はやむを得ないと

このように思いますが、まず第１点その点お伺いいたします。 

○委員長（髙木法生君） 田辺総合政策部長。 

○総合政策部長（田辺 剛君） ただいまの坪井議員の御質問で、路線バスの利用の

多いダイヤの部分といいますか、ところを運行して、それ以外はやめてはどうかと

いう御質問だった思いますが、それはおっしゃるとおりと思います。ただそのバス

業者にとりましては、人を雇ってバスを運行する都合上、朝と夕方だけ運転してく

れる、という人材が確保できれば、そういうことも可能かもしれません。ただ、人

を一人雇った場合に、午前と午後だけ仕事をして、後は日中仕事が無いということ

もなかなか現実的には難しいということはあろうかと思います。そういうことも需

要の比較的少ない運行についても、なかなかすぐにはやめられないという理由の一

つだとは認識しています。 

以上です。 
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○委員長（髙木法生君） 坪井委員。 

○委員（坪井康男君） そこでさきほどの質問にありました。やはりですね、ならば

これをバサッと全部やめて、何ていうんですか、ミニバスに変えたらいかがでしょ

うか、という質問です。 

○委員長（髙木法生君） 田辺総合政策部長。 

○総合政策部長（田辺 剛君） ただいまの御質問のように、一度白紙に戻してすべ

て構築をやり直すということであれば、その必要な所だけ走らせるということも比

較的簡単かとは思いますが、すでに利用されている、少数ではあっても利用されて

いる方もいらっしゃいますし、バス運行会社のその既得権というのもございますの

で、なかなかばっさり一度にやめて、すべてをやり直すという事は現実的にはなか

なか難しいというところでございます。ですから、そうは言いましてもその利用の

少ない所をそのまま放置しておきますと、どんどん経費がかさむ一方ですので、そ

の都度見直しをして、できる限り利用の少ない所については廃止等、やっておると

いう状況であります。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 坪井委員。 

○委員（坪井康男君） いずれにいたしましても、詳細な実態調査をぜひしてくださ

いませ。それで、当然さっきのあれでいきますとね、西市美祢駅間の運行路線につ

いて、これどこですかね、船鉄ですか、これどこですか。そこが補助金の申請書を

出してきますよね。その時にそのダイヤごとのね、利用率とか利用の人数とか、そ

ういったことも報告されてくるんでしょうか。なら、それをご覧になれば実態はわ

かると思いますので、ぜひ分析してください。この点の質問は終わります。 

次の質問続けていいですか。次の質問はさっき竹岡委員さんの質問であった、人

件費の問題です。ちょっと幼稚な質問をいたします。例えば２５年度だったらリフ

レッシュパークはもうすでに指定管理にされたと思いますが、２４年度はまだ直営

でやっていました。これ何人でおやりになったかは分かりませんが、こういう人た

ちが指定管理になったという場合には、この費用はどこに入るんでしょうか。補助

費等というぶんに入るんでしょうか。その辺の計上の区分がちょっと良く解りませ

んので教えてください。 

それから、こういうことは他に一般会計は無いのかもしれませんが、職員の１対
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１での委託化っていうんでしょうか、あれは何と言うのでしょうか、観光事業特別

会計にあるようなね。あれは５０数人おりましたよね。それを個別に委託契約を結

びますよね。業務委託契約。あれを何というのか正確にはわかりませんが。こうい

った場合は、どこに上がるんでしょうか。その費用というのは、やっぱり人件費と

いう中にあるんでしょうか。その辺のところがはっきりとわかりませんので教えて

ください。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 大野総務課長。 

○総務課長（大野義昭君） 今の御質問にお答えいたします。今計上しております人

経費というのは、主に正規の職員でございます。あとは先ほど言われましたリフレ

ッシュパークとか、あるいは秋芳洞等の委託職員ですね。そういったものはそれぞ

れ事業費に上がってきます。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 他に質問はございませんか。秋枝委員。 

○委員（秋枝秀稔君） ３４、５ページでですね、中心に質問を数点させていただき

たいと思いますが、３４ページの地区集会所建設事業というのがございまして、２

５年度は８地区へ補助されておるようですが、これはまだ積み残しとかなんとか、

あるかどうか。もしあれば、いつ頃解消されるかという事をお聞きしたいと思いま

す。 

それから、これここに載っておりませんけど、昨年はハッピーウェディングとい

う事業がございました。これ今ごろは大変シングルの方が多くなっておられまし

て、行政としてもやはりどこかでテコ入れをせんといけんと思うんですけど、まあ

今年は無いんですけど、そういう補助要望とか何とか話があったかどうか、お聞き

したいがと思います。 

それからもう１点がですね、先ほどから重なりますけど、公共交通対策の関係で

あります。生活バス路線維持補助事業がですね、今年１億２，７００万円というふ

うになっております。昨年は１億１，９００万円ということで約８００万円増加し

ておりますが、路線数からしたら数路線落ちておるということでですね、その辺の

事情を教えていただけたらというふうに思います。 

それからもう１点。ミニバス運行事業、これ大変いい事業でですね、皆さん喜ん
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でおられますがですね、少し利用がしにくいというような声も聞いておりましてで

すね、その辺の意見がフィードバックされたか。されておれば意見、どういう意見

があったかと若干聞かせていただければというふうに思います。 

○委員長（髙木法生君） 中嶋地域情報課長。 

○地域情報課長（中嶋一彦君） ただいまの秋枝委員の御質問にお答えします。まず

最初の御質問ですけれども、地区集会所の建設補助事業、積み残しは無いかという

御質問であろうと思います。こちらの方ですけども、財源が一般財源でございまし

て、限られた少ない予算の中でやっております。事前に、来年度、うちの集会所を

改修したいんだけどと、いうようなお声は毎年いただいております。その中で、正

直なところ優先順位を、やっております関係上ですね、積み残しの予算というのは

ほぼ残っておりません。 

以上です。 

〔発言する者あり〕 

○委員長（髙木法生君） 中嶋地域情報課長。 

○地域情報課長（中嶋一彦君） 件数の積み残しですけれども、申請がありまして、

件数の積み残しに関しましては、現在ここではっきりしたデータを持っておりませ

んが、ほぼそのとおり、申請のとおりいっている状況だと認識しております。と言

いますのが、今年度、２５年度に申請されたものに関してはそういう状況で、積み

残しでは無いんですけれども、もう１年我慢と言いますか、改修しなくても大丈夫

な状況というお話をお聞きしましたら、来年度お願いしますと、来年度申請をお願

いしますというような対応をしておるところでございます。 

○委員長（髙木法生君） 佐々木企画政策課長。 

○企画政策課長（佐々木昭治君） 続きまして２点目ハッピーウェディング支援事業

につきましての、実績の報告をさせていただきたいと思います。本市では定住人口

交流人口の増加を目的にですね、ハッピーウェディング支援事業を実施しておりま

す。平成２５年度は、市外で行われるイベントに参加する際の参加費の減額をさせ

ていただく。参加者支援型の事業を行っておりまして、市に登録していただきまし

た２団体が行われたイベントに対して、御利用された方が、延べ人数が５名となっ

ております。５名の６，０００円を支出しております。 

以上です。 
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○委員長（髙木法生君） 中嶋地域情報課長。 

○地域情報課長（中嶋一彦君） 先ほどの秋枝委員の生活バス路線の維持費につきま

しての御質問ですけれども、路線の本数は前年度と比較して、たいして増加してい

ないのに、補助金が増加しているという事の事情ですけれども、そちらについての

御質問であろうかと思いますけれども。確かに路線は現在６１路線ということで、

増加しておりません。しかしながら、利用者につきましては減少して―――前年度

と比較して減少しておりますので、その影響が少し出ているのと、それから青嶺高

校のバスの便を増便しておりますので、その分が、その金額が増加しているとそう

いう状況でございます。 

続きまして、次の御質問でございますけれども、ミニバスの運行事業につきまし

て、ミニバス運行している地域について、利用者の方、住民の方からもう少し利用

しやすいようなお声をいただいたかどうかと。それについてどのように対応をして

いるかというような御質問であろうかと思いますけれども。まず正直なところ、運

行する前にそちらの対象地区に出向きまして、地区説明会を行っているところでご

ざいますけれども、その時には様々な御意見が出ているところで、その御意見を元

に、少し改良を加えて運行をしているというところでございまして、実際に運行し

て始めましたら、運行が始まりましたらですね、現在の所、それほど使いにくい、

ここをこういうふうにしたらという意見が直接入ってくる件数は、正直なところご

ざいません。最初に運行する前の、事前説明会の時に対象地区の方々にはですね、

運行を開始しますけれども、使われてみてここが悪いとかこうしてほしいという御

意見がありましたら、こちらの方でできるだけ臨機応変に対応させていただきます

ので、お声を聞かせてくださいというお願いはしております。 

以上でございます。 

○委員長（髙木法生君） 秋枝委員。 

○委員（秋枝秀稔君） ありがとうございました。私は集会所が別にこれといった思

いは無いんですけど、これは地域活性化のですね、まったく基盤の拠点と思いまし

てですね。このコミュニティ施設はどうにもですね、希望があれば早く認めてあげ

てですね、補助に結び付けてあげていただきたいがと思います。そういうことで終

わります。 

以上です。 
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○委員長（髙木法生君） 他に意見は。三好委員。 

○委員（三好睦子君） すみません度々。昨年の時に、この審査意見書で昨年お尋ね

したような気がするんですけど、補助金の事務処理についてというところで、聞い

たような記憶があるのですが、この文章がですね、市が個人団体に交付しているさ

まざまな補助金については、美祢市補助金交付規則及びそれぞれの補助金交付要綱

の規定に基づき事務処理を行う事になっているが、規定によらない事務処理が散見

されたので補助金交付要綱の見直しも含め、規定に基づく適正な事務処理をされた

い、とあります。そして４番目ですが、業務委託等の検査職員について、監督職員

が検査職員を兼ねている場合が散見されたとありますが、これについて監査委員さ

んと思いますが、意見がありますが、これについてはどのように処理をされたの

か、同じようなことが今回の意見書の中にも似たようなことが載っておりますが、

事務処理をされたいと要望をされた意見が載っておりますが、どのようになってい

るのでしょうか、お尋ねいたします。 

○委員長（髙木法生君） 篠田市長統合戦略局長。 

○市長統合戦略局長（篠田洋司君） 私の方から補助金について、御説明させていた

だきたいと思います。この件につきましては、３月の１１日の予算委員会の時に、

観光ですか、それで坪井議員からも御指摘があったかと思います。補助金要綱を一

部設置していない、策定していない事業があるという御指摘でございます。私ども

統合戦略局の方でその後調査をしております。市の助成とか補助という名の補助

金、助成金は合わせて現在、私どもの把握している限りでは１６０事業ございま

す。そのうち、現在策定中であるとか未策定のものが１８事業でございます。 

策定しないという理由でございます。文献、地方財務実務提要というのがござい

まして、中には交付要綱がなければ、まったく補助金を交付する事ができないわけ

ではなく、補助金交付を継続的あるいは一般的に行う必要の場合は、いわゆる一時

的な補助金であるとか、そういった継続的な補助金でない場合には必ずしも交付要

綱を定める必要がないというふうに解するというふうにございます。ですから一時

的な補助金、社会福祉整備費補助金とか、そういったものも含まれます。あと、１

８事業その他については今策定中でございます。補助金について御説明させていた

だきたいと思います。補助金の法的な性質は、凡例から性質を申しあげますと、地

方公共団体が地方自治法第２３２条の２に基づいて行う補助は原則として、私法上
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の贈与に類するものであり、地方公共団体の長が行う補助金交付決定は、私法上の

贈与契約の申し込みに対する承諾と同視できるから云々というふうにございます。

つまり自治体の補助金は法的には負担的贈与契約とされています。 

つまりこのような条件、負担を守った場合には、この金額を補助するという贈与

契約を自治体と補助事業者が対等な関係で締結したという事になりますので、いく

ら一時的な補助金は交付要綱の必要が無いという文献もありますが、私の方で再度

とりまとめて補助金交付要綱を策定していく予定でございます。 

以上でございます。 

○委員長（髙木法生君） 三好委員。 

○委員（三好睦子君） あまりよく、難しすぎて理解ができないんですけども。ここ

に書いてある昨年はこのように指摘があったのに、今年はまた指摘がされています

が、いま１８事業の中ではそういった要綱はつくらなくてもよいということなんで

しょうか。それと今、残りはこれで補助金要綱をつくりつつあるということなんで

しょうか、それならなぜ―――なぜというのはおかしいんですけど、今回の監査意

見書に事務処理をされたいとあるんですが、道半ばということで理解してもいいん

でしょうか、と思いますが、いかがでしょうか。 

○委員長（髙木法生君） 小田監査委員事務局長。 

○監査委員事務局長（小田正幸君） ただいまの三好議員の御質問にお答えいたしま

す。前年度の平成２４年の監査意見書におきましては、補助金交付要綱等の規定に

基づいた事務処理がなされてないので、それをちゃんとしていただきたいという事

を書いておるわけでございまして、今回は補助金交付要綱が制定されない補助金が

あるので、補助金交付要綱を制定されたいということで、意見書の方に書かせてい

ただいておるところでございます。 

以上でございます。 

○委員長（髙木法生君） 三好委員。 

○委員（三好睦子君） そしたらですね、この４番目に書いて――去年の、２４年度

のですが。監督職員が検査職員を兼ねている場合が散見されたと。これは美祢市財

務規則第１０３条の兼職の禁止の云々とあるのですが、今後は所属長が検査職員に

なるようにされたいというのは、これは解決しているんでしょうか。 

○委員長（髙木法生君） 小田監査委員事務局長。 
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○監査委員事務局長（小田正幸君） 今の三好委員の御質問でございますけれど、業

務委託等の検査職員について、美祢市財務規則第１０３条の兼職の禁止の規定に抵

触する例があったので、それを改善するように申し入れ、現在では改善されており

ます。 

以上でございます。 

○委員長（髙木法生君） 他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（髙木法生君） 質疑なしと認め質疑を終わります。ここで１１時３５分ま

で休憩をいたします。 

午前１１時１８分 休憩 

 

午前１１時３５分 再開 

○委員長（髙木法生君） 休憩前に引き続き委員会を開きます。次に歳入を議題とい

たします。細田税務課長。 

○税務課長（細田清治君） それでは、歳入の市税の概要について御説明させていた

だきます。資料は、平成２５年度主要施策成果報告書の６ページをお開きくださ

い。平成２５年度の決算額は、３３億５，４１９万２，０００円でございまして、

歳入総額の１９．３％、自主財源の６３．３％を占めております。前年度決算に対

しまして、額は３，４４９万２，０００円、率は１％、それぞれ増となっておりま

す。この主な要因は、法人市民税と市たばこ税の増収と徴収率の向上によるもので

あります。税別でございますが、区分１の市民税につきましては、調定額１３億

６，０９０万１，０００円、決算額１３億２，００４万８，０００円、徴収率９

７％、前年度対比で決算額４，８２６万２，０００円、徴収率０．４％、それぞれ

増となっております。この増額の主な要因は、日本経済の景気回復に伴う法人市民

税の増収によるものです。 

２の固定資産税につきましては、調定額１７億８，３６１万８，０００円、決算

額１６億１，７９８万２，０００円、徴収率９０．７％、前年度対比で決算額２，

４６４万５，０００円減、徴収率２．８％増となっております。この減額の主な要

因は償却資産の減と、宅地の時点修正による課税標準額の下落によるものです。 

３の軽自動車税につきましては、調定額８，３８５万５，０００円、決算額７，
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８８５万９，０００円、徴収率９４％、前年度対比で決算額２３１万７，０００円

減、徴収率０．２％増となっております。 

４の市たばこ税につきましては、調定額が１億７，９７７万３，０００円、決算

額１億７，９７７万３，０００円でございます。徴収率は申告納税のため、１０

０％となっております。決算額は前年度対比で、８．２％増の１，３６３万７，０

００円増となっております。この増額は、県たばこ税の一部が、市たばこ税に移譲

された事による税率の改正によるものです。 

５の鉱産税は調定額が６，０１０万５，０００円、６の入湯税は調定額が１２７

万１，０００円でこれらにつきましても、たばこ税と同じように申告納税というこ

とで徴収率は１００％で、前年度から決算額は、鉱産税が３７万２，０００円増、

入湯税が６万９，０００円減となっております。 

７の都市計画税につきましては、調定額が１億２６１万１，０００円、決算額

９，６１５万４，０００円、徴収率９３．７％、前年度対比決算額７４万８，００

０円減、徴収率１．４％増となっております。この減額の主な要因は、宅地の時点

修正による課税標準額の下落によるものです。８の特別土地保有税につきまして

は、平成１５年度から課税を消しております。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 秋本収納対策課長。 

○収納対策課長（秋本勝彦君） それでは今の財政課長、税務課長が収納状況につい

て概略の説明をいたしましたが、市税の収入に関連をいたしまして、説明をさせて

いただきます。資料は、平成２５年度美祢市各会計歳入歳出決算及び基金運用状況

審査意見書の４０ページ、４１ページをお開きください。これは、前の３９ページ

の収入状況の表の中の市税の概要説明となる表でございます。まずは４０ページの

市税全体の収納状況の一番上の表でございますが、これは下の表のアの個人市民税

から、オの都市計画税の収納状況までを取りまとめたものでございまして、固定資

産税のうち、国有資産等所在市町村交付金及び納付金、市たばこ税、鉱産税及び入

湯税を除いたもので、調定額、収入額、不納欠損額、収納未済額及び収納率が平成

２３年度から、２５年度分がそれぞれ年度ごとに記載をされております。平成２５

年度市税全体の収納率は現年度分、滞納繰越し分を合わせまして、９３．４％、前

年度対比１．８％の増となっております。各税別の内訳につきましては、アの個人
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市民税の収納率は９６．４％、前年度対比０．２％の増、イの法人市民税の収納率

は９８．９％、前年度対比０．３％の増。ウの固定資産税の収納率は９０．６％、

前年度対比０．８％の増、エの軽自動車税の収納率は９４．０％、前年度対比０．

２％の増、オの都市計画税の収納率は９３．７％、前年度対比１．４％の増となっ

ております。 

以上でございます。 

○委員長（髙木法生君） 説明が終わりました。それでは質疑を行います。質疑はご

ざいませんか。竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） ６ページ、市税の収入内訳の欄を見ていただきたいと思いま

す。市民税、個人が少し落ち込んで法人が上がったというのはおそらく全国的だろ

うと思うんですね。ただその下の固定資産税について、少しお尋ねをしたいと思う

んです。手元に２３年度の分を――私それ以上は持っておりませんので、あとから

お示しいただきたいのですが、例えば固定資産税、土地家屋償却資産、これが償却

資産が入っていますから、一概に土地家屋等だけではないだろうと思うんですね。

平成２３年が１７億２，９００万、それが２５年は１６億ぐらいですね、かなりの

落ち込みなんです。昨年が１億くらい落ち込んでいるのに対して、また今年２，３

００万落ち込んでおる。それでおそらく先ほど質問しました土地の評価替えをやっ

たと思うんです。 

したがって、来年度からまた今度は評価が下がったと、２５年度だけで、５．６

じゃったかいね。下落率が５．６とこうおっしゃったんですね。そうしますと、収

納率はそれぞれの課でですね――収納課は一緒になったんですかいね。収納率は本

当に努力をされて上がっているんですね。その影響にもかかわらず、やっぱし減っ

ているということは、税収が減っているということは、やはり評価替えによる大き

なものがあるんじゃないかと。今後これが――今年東京とか大きな都市では上がっ

た所もあるとは聞いているんですが、美祢市の場合は上がるとは限らんと思いま

す。 

そこでですね、過去ちょっと１０年くらいで、どの程度このものが下がったの

か、それから大きく償却資産税そのものが何か無くなったという、滅失してかけん

でようなったとかあるのか、その辺をお聞かせ願いたいと思います。とりあえず１

０年間で、どれぐらい下がっているものか。そういうのをお尋ねしたいと思いま
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す。 

○委員長（髙木法生君） 細田税務課長。 

○税務課長（細田清治君） ただいまの御質問ですが、すみません、１０年前の資料

がございません。それで昨年と調定額がどういうふうに下がったかということです

が、昨年度より調定額が８，５００万下がっています。この内訳がですね、土地が

８４０万円減、これは宅地の時点修正による課税標準額の下落によるものです。そ

して家屋がですね、１０００万円の増、これは新築件数と滅失件数の差による増加

によるものだと思われます。そして、償却資産でございますが、２，３２０万円の

減、これは企業の設備投資の抑制による減額だと思われます。そしてですね、繰越

基金が６，２６０万円減となっております。これは、平成２４年度に不納欠損によ

る減額でございます。以上で８，４００万円程度の徴税額が減額になっておりま

す。 

以上でございます。 

○委員長（髙木法生君） 竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） 長期スパンで見たときのあれはまたどこかでお答えいただけ

ますか。――はい、ではいいです。 

○委員長（髙木法生君） ほかに質疑はございませんか。坪井委員。 

○委員（坪井康男君） 歳入概要のことですが、財政課長の御説明の時には、交付税

額９，５９５万６，０００円減っております、前年比、主として特別交付税の減額

だとお答えになったと思います。次の７ページを見ますと、普通交付税も特別交付

税も同じ程度に減っているんですね。これ美祢市もだんだん交付税が少なくなって

いって、来年度からまた減りますよね。で、どうなるんですかこれ。なして普通も

特別もこんなに減るんでしょうか。これもまた前にもなんかで質問したら、なんだ

かいろんな要素があってわけがわからんという御説明があったですけど何か原因が

あるはずなんで、それを説明してもらえませんか。 

○委員長（髙木法生君） 白井財政課長。 

○財政課長（白井栄次君） ただいまの坪井議員の御質問にお答えいたしたいと思い

ます。交付税が現在下がっておるという状況についての説明をせよとのお話だった

かと思うんですけど、この現在、日本全体で見ました場合に、政権が代わりまして

ずいぶんと今景気が上がってきているというような、まあなかなか地方までいきわ
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たっていないという動きでございますけど、この日本国内全体で、税収というのが

ふえておるということの見込みがされておりますので、そういう税収がふえるとい

うことが一つ、地方交付税額については事業額と収入額との差ですので、入りがふ

えるということは、その分交付税が減るということが一つ挙げられると思います。

それと交付税の、国が確保しております全体の交付税に対する額についても、年々

と目減りをしておるという状況がありますので、今度そういう、国全体の予算が今

までどおりの獲得ができていないということが一つ、大きな話としてはあるかと思

います。 

今後、今おっしゃったように、来年度平成２７年度からは３１年度まで５年間を

かけまして、地方交付税の特例措置が逓減をされるという時期にもありますけれ

ど、それと併せまして、先だって新聞でも報道がございましたけど、合併をして新

たに各自治体に需要が発生しておるということで、新たに費用負担もそれぞれの自

治体に負荷されると考えられております。具体的に申しますと、支所に要する経費

の算定、これが新たに今後上増しをしてくると、それから人口密度等による需要の

割増と、これも今後新たな需要として積み上げられることが見込まれております。

あとはその他として、標準団体の面積を拡大する方向で見直すということもありま

すので、そういうプラス要因もこれから議論として挙がってくると思うんですけれ

ど、最初に申しました支所に要する経費の算定につきましては、２６年度から先行

的に３年間をかけまして、この部分の、新たな需要部分の積み増しということが予

定されておりますので、それと併せまして、人口密度等による充用の割増とそうい

ったその他の要件につきましても、おおむね２６年度から５年間をかけまして、そ

ういった経費が新たに算定をされるということになりますので、今の減っていく話

だけでなく、そういった形でふえていくという状況もありますので、いずれにしま

しても今まで減って、これから減っていくであろうという交付税をすべて賄うとい

うことは難しかろうと思いますので、非常に厳しい財政状況であるということは変

わらずで、今後起きてくるというふうに考えておるところでございます。 

○委員長（髙木法生君） 坪井委員。 

○委員（坪井康男君） 悲観材料ばかりじゃなしに、楽観できる材料もあると、多少

ホッとしました。合併算定替加算分ですかね、あれ２７年度は、１，０００万か

１，３００万減るでしょう。１億３，０００万。ごめんなさい。１億３，０００万
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どーんと減るんですよね。これ大変ですもんね。それといまさっきの説明のように

ね、確かに市民税が４，８００万ふえましたよね。だけど、これに相当するものが

どっちに普通地方交付税ですか、特別交付税ですか。〔発言する者あり〕普通です

か、普通交付税が４，４００万減って、市民税が４，８００万ふえているから、４

００万トータルではふえていると、こういう乱暴な計算でいいのかどうかは分かり

ませんけど、この分は御説明にあったとおりふえています、だけど本当に皆さん呑

気な顔をしておられるけども、どさっと１億３，０００万減るんですよね。どうす

るんです。ほんとうに心配で心配で私夜も寝むれません。本当ですよ、笑い事では

なしに。こんな質問をしても質問になりませんけどね、本当にみんなもっと危機感

を持つべきだということを申し上げておきます。これ以上は言いません。何かあれ

ば答えてください。 

○委員長（髙木法生君） 白井財政課長。 

○財政課長（白井栄次君） 美祢市の財政について御心配をおかけしておりますけど

も、本市におきましても、そういった地方交付税額が減っていくと。２７年度から

５年間をかけて、１年、２７年度では１割。次の年になったら３割、５割、７割と

いうふうに逓減していくわけですけど、そういった状況がまいりますことについて

は全ての職員に通知しておりますし、昨年度からは予算の編成方法につきまして

も、部局別の包括予算制度ということで、そういった上限を定めた予算編成という

ことをプロジェクトチームを作って進めていますので、今までとは、予算の積み上

げで予算が編成できるということでなく、もう上限を定めてその中でやっていかざ

るを得ないんだということの訓練を現在行っておるところでございますので、まだ

まだ始めて間もない状況ではございますけども、職員が一丸となってそういった財

政状況をしっかりととらまえて、今後健全にやっていけるということを声を上げて

進めていきたいというふうに考えています。 

○委員長（髙木法生君） 坪井委員。 

○委員（坪井康男君） それぞれの人が、それぞれの持ち場、立場で最善を尽くして

いくということが大事だろうと思います。この２５年度の監査委員の意見書、先ほ

ど三好委員が質問されましたけども、３８ページちょっと皆さん開いていただけま

せんか。これ私何回か申し上げたかと思います。要するに地方自治法の２条１４

項、それから地方財政法４条１項ですか、ここに最後のパラグラス、４行です、最
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後にですね、かぎ括弧で地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民

の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の成果を上げるようにしなけれ

ばならない、という基本原則を忘れることなく、今後さらに厳しくなる財政運営に

当たっていただくうよう望むものであると。これまさしくタイムリーなほんとに厳

しい指摘だと思います。今まで私何回か申し上げたかと思います。要するにこの地

方財政というのはですね、住民福祉の増進というのが全ての目的です。福祉の増進

のために、最小の経費で最大の効果を上げる。これが大原則なんです。どうも私は

美祢市では、その辺の認識がちょっと、欠落とは言いませんけど薄いというふうに

思っております。せっかく決算のあれで一番指摘したいことがこう監査委員さんの

意見書で書いてありますんでね、これはもう市の職員の皆さんもそうだし、我々議

員もそうだし、全員がこのことを肝に銘じてやるべきだということを指摘して終わ

ります。 

○委員長（髙木法生君） ほかに質疑はございませんか、三好委員。 

○委員（三好睦子君） お尋ねいたします。決算報告書の中の８ページの上段です

が、国庫支出金の内訳ですが、その他のところが８億６，４３０万３，０００円と

ありますが、この国庫支出金の総額の２分の１以上を占めているんですが、この内

訳は何なのでしょうか、お尋ねします。 

○委員長（髙木法生君） 白井財政課長。 

○財政課長（白井栄次君） 国庫支出金につきましては、性質別には先ほどこちら、

８ページの掲載してございますけれど、普通建設事業、災害復旧事業等々ございま

すけれど、その他につきましては、例えば、平成２５年度障害者医療費国庫負担

金、こういったものでありますとか、直接ここの普通建設事業等々４つの項目に当

てはまらないというものなんですが、あとは美祢市では社会復帰促進センターに診

療所を設置していますので、それに対する経費等、そういったものが比較的大きい

ものというふうにとらえています。 

○委員長（髙木法生君） 三好委員。 

○委員（三好睦子君） この５つの項目の中に入らないからと言われましたかね、そ

れと社会復帰促進センターに使われているんですか。―――なんでしたっけちょっ

と。 

○委員長（髙木法生君） 白井財政課長。 
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○財政課長（白井栄次君） それらが全てではございませんけれど、大きな構成比を

示すものとして、今申し上げた障害者医療費に対するものでありますとか、美祢市

社会復帰促進センターの診療所を設置しておりますので、これに対する経費等も国

から収入が入っておるところです。 

○委員長（髙木法生君） ほかに質疑はございませんか、俵委員。 

○委員（俵  薫君） ちょっと教えていただきたいんですが、歳入概要の財産収入

が対前年比に対して大きく伸びている要因が、先ほどの説明で木材売払収入が見込

みより大きく伸びたと言われたと思います。どの程度を見込んで、どの程度ふえた

のかお答えいただければと思います。 

○委員長（髙木法生君） 白井財政課長。 

○財政課長（白井栄次君） ただいまの質問は、財産収入における木材販売の量〔発

言する者あり〕木材販売につきましては、２５年度に実施をいたしました市有林の

保育施業、この事業の中で発生した、伐採をいたしました間伐材を販売した金額

が、いま１５００万程度ございますので、これが当初予定をされずに２５年度で増

となった大きな要因の一つであるというふうに考えています。 

○委員長（髙木法生君） よろしいですか。ほかに質疑はございませんか。竹岡委

員。 

○委員（竹岡昌治君） ２４年と２５年を比較しますとですね、基準財政需要額約１

億７，６００万、減額をされておられます。財政規模もですね、１億１，９００

万、約１憶２，０００万の縮小を図られたということなんで、先ほども坪井委員さ

んが心配なさった合併算定替えの交付税、これもですね、年々今から減っていく。

しかしながら、２４年２５年でこうした財政規模の縮小、いうなれば基準財政需要

額の縮小を図られたということだろうと思うんですが、一番大きな原因は何なの

か。別に非難を申し上げるわけではありません。よく努力をされたという上で、評

価をした上でお尋ねをしたいと思います。 

○委員長（髙木法生君） 白井財政課長。 

○財政課長（白井栄次君） ただいまの質問は、財政需要額の減少の理由という理解

でよろしいですか。２５年度におきましては、生活保護の増加、保健衛生費等につ

きましての増加はございましたけれども、基本的に交付税を算定する際の単価なり

構成経費と言いましょうか、そういったものが減額をされておるのが大きな要因な
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のですが、特にその中でも一番大きいのが地域振興費の項目がございますけども、

この部分が人口に関する項目が減額されましたので、この部分で８，０００万程度

減額をされたということが一番大きな原因でございます。あと、逆に新たに地域の

元気づくり推進費という形で新しい項目が設定をされたわけですけれども、いかん

せん人口部分の対費用と言いますか構成部分が、大きく減額されたということが２

５年度の大きな減の理由であろうというふうに考えています。 

○委員長（髙木法生君） ほかにはございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（髙木法生君） 質疑なしと認め質疑を終わります。この際、説明員交代等

のために午後１時まで休憩いたします。 

午後 ０時 ３分 休憩 

 

午後 ０時５８分 再開 

○委員長（髙木法生君） 休憩前に引き続き委員会を開きます。次に民生費を議題と

いたします。執行部寄り説明を求めます。三浦市民福祉部次長。 

○市民福祉部次長（三浦洋介君） それでは、民生費について御説明いたします。 

主要施策成果報告書３７ページをお開きください。１災害時等地域支援車両購入

事業として、１１５万８，０００円支出しております。これは、災害時における市

民への災害連絡車として、広報活動等に必要となる放送機材を装備した車両を購入

したものでございます。 

続きまして、３８ページをお開きください、２目障害者福祉費であります。１相

談支援事業として、４４２万円支出しております。この事業は、障害者の福祉サー

ビス利用等の相談・支援業務であり、事業を総合相談支援センターみねに委託して

実施しております。 

次に、２福祉タクシー助成事業として、４５１万円支出しております。この事業

は、重度の１級から３級の身体障害者及び療育手帳をお持ちの知的障害者に対し、

タクシーの割引チケット、１枚５００円券を４８枚交付する事業であります。 

次に、３自立支援医療費給付事業のうち、更生医療費として、１，６２６万６，

０００円支出しております。これは、身体障害者に対する人工透析治療、心臓手

術、人工関節置換手術等への更生医療費に対する医療費の公費扶助制度でありま
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す。 

また、育成医療費として９８万７，０００円支出しております。これは、身体に

障害のある児童に対する公費扶助であります。次に補装具費給付事業として、７，

００４，０００円支出しております。この事業は、身体障害者（児）に対する義

肢、装具、車椅子及び補聴器等の交付・修理を行う事業に対する公費扶助でありま

す。少し飛びまして、６介護訓練等給付事業として、５億４，９１２万４，０００

円支出しております。（１）は障害者総合支援法に基づく介護給付及び訓練等給付

事業で、主な福祉サービスといたしましては、居宅介護、施設への短期入所、施設

入所、就労継続支援であります。 

（２）の児童福祉法に基づく障害児通所支援事業では、児童発達支援、放課後等

デイサービスが主なサービスであります。 

次に、９特別障害者手当給付事業で５５８万１，０００円、１０の障害児福祉手

当給付事業で３３６万２，０００円支出しております。この事業はどちらも、障害

の程度が著しく重度で、常時特別の介護を必要とする障害者及び障害児に対して、

手当を支給する事業であります。 

それでは、額の大きい不用額につきまして御説明いたします。歳入歳出決算書５

４、５５ページをお開きください。２目障害者福祉費・２０節扶助費で、１，８２

６万２，６００円の不用額が生じております。この扶助費からは、先ほど説明しま

した自立支援医療費給付事業を含め、各種事業を実施しておりますが、この中で、

最も不用額が大きい事業が、介護訓練等給付事業で、１，３２１万６，４２１円の

不用額となっております。これにつきましては、補正対応しましたが、最終的に見

込んだ額の支出がなかったものであります。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 古屋高齢福祉課長。 

○高齢福祉課長（古屋敦子君） 続きまして、老人福祉費について御説明します。資

料は主要施策成果報告書の３９ページになります。まず、１緊急通報体制等整備事

業につきましては、在宅の日常生活上注意を要する高齢者世帯の緊急時に迅速かつ

適切な対応を図るための緊急通報装置を設置する事業であります。 

センター方式と転送方式、合わせて１４０台設置し、支出額は、委託料などで、

合計３１７万４，０００円、利用者からの負担金収入は、８６万２，０００円でし
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た。 

次に、４老人保護措置事業につきましては、共楽荘や、山口市にあります秋楽園

など養護老人ホームへの措置に係る経費であり、２５年度の支出額は、８６５万

８，０００円、入所者等の負担金収入は１，６８０万１，０００円でした。 

次に、５敬老祝金支給事業につきましては、条例の規定に基づき、傘寿、米寿な

どの節目の年齢を迎えられた高齢者に祝金を支給する事業であり、２５年度は、７

５７人の方に、総額で１，４３４万円を支給しております。 

次に、６敬老会行事開催事業につきましては、昨年度におきましても、市内８つ

の地区で敬老会が開催され、合計で１，００１人の参加があり、これに要した経費

は、総額８６７万６，０００円でした。この事業の財源として、地域福祉基金利子

１１万２，０００円を充当しております。 

続いて、４０ページをご覧ください。７生きがい活動支援通所事業であります。

これは、家に閉じこもりがちな高齢者に対してデイサービスを提供する事業であ

り、述べ利用者は６８２人、委託料として２７２万８，０００円を支出しており、

利用者からの負担金収入は４０万９，０００円でした。 

次に、８老人クラブ育成事業につきましては、美祢市老人クラブ連合会に対し、

６５万１，０００円を、各単位老人クラブへは１５１万２，０００円の補助金を支

出しています。 

次に、９社会福祉施設整備費補助事業につきましては、総額で１億２，７１０万

円を支出しております。社会福祉法人に対する社会福祉施設整備に係る建設費補助

の債務負担分として、みのり園、幸嶺園、ケアハウス幸嶺園の３施設に対して１６

０万円、社会福祉施設整備費補助事業として、これは、２４年度からの繰越事業で

すが、大嶺町東分に市内の社会福祉法人が実施した、グレースフル唯心創設事業に

２，０００万円、介護基盤緊急整備等補助事業として、これも繰越事業になります

が、地域密着型特別養護老人ホーム、グレースフル唯心ほか４施設に対し、１億５

５０万円を支出しております。なお、介護基盤緊急整備等補助事業については、全

額、県からの補助になります。 

次に、１０全国健康福祉祭やまぐち大会交流大会開催準備事業につきましては、

平成２７年度に山口県において開催される、第２８回全国健康福祉祭やまぐち大会

愛称は、ねんりんピックおいでませ！山口２０１５といいますが、美祢市において
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は、平成２７年１０月に、美祢市秋芳北部総合運動公園において、ソフトボール交

流大会が開催される予定となっております。その準備に係る経費に１５万円を支出

しております。 

次に、１１介護保険事業特別会計への繰出金として、４億６，５１６万２，００

０円を支出しております。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 三浦市民福祉部次長。 

○市民福祉部次長（三浦洋介君） 続きまして４１ページ、４目福祉医療助成事業費

であります。福祉医療助成事業は、重度の障害者、ひとり親家庭及び乳幼児を抱え

ておられる家庭の経済的負担の緩和を図り、安心して医療を受けていただくことを

目的とした事業です。この事業により、該当される方は、医療機関の窓口におい

て、医療費の支払いは生じません。内訳は重度心身障害者分扶助費として、１億

９，７０３万７，０００円、乳幼児分扶助費として、３，２４９万７，０００円、

ひとり親家庭分扶助費として、９９９万２，０００円、総額２億３，９５２万６，

０００円支出しております。 

次に、福祉医療助成事業に係る事務的経費といたしまして、４２３万９，０００

円支出しております。 

続きまして、額の大きい不用額について、御説明いたします。歳入歳出決算書の

５６、５７ページをお開きください。４目福祉医療助成事業費・２０節扶助費で、

８６６万４，８１８円の不用額が生じております。この扶助費からは、重度心身障

害者分、乳幼児分、ひとり親家庭分を支出しておりますが、主に乳幼児分の支出が

見込んだ額の支出がなかったものであります。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 古屋高齢福祉課長。 

○高齢福祉課長（古屋敦子君） 続きまして、５目共楽荘費について御説明します。

主要施策成果報告書の４１ページの下の段にあります。養護老人ホーム共楽荘の運

営経費として、９，６９３万２，０００円を支出しており、平成２５年度末の入所

者数は、３６人となっています。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 杉原市民福祉部次長。 
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○市民福祉部次長（杉原功一君） それでは、６目国民年金費でございます。市では

申請書の受付業務などを行っております。美祢市の国民年金被保険者数は平成２６

年３月末現在で、３，９６１人、内訳といたしまして、第１号被保険者２，４３８

人、第３号被保険者１，５０２人、任意加入被保険者２１人でございます。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 三浦市民福祉部次長。 

○市民福祉部次長（三浦洋介君） 続きまして、４２ページ、７目人権対策費であり

ます。１人権対策事業として人権推進大会参加に伴う経費及び同和福祉援護資金償

還金元金の返還として、１４万５，０００円支出しております。 

次に、２人権啓発推進事業として、地域住民を対象とした推進大会や学習会等の

開催及び啓発作品募集等に係る経費として、３１万６，０００円支出しておりま

す。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 古屋高齢福祉課長。 

○高齢福祉課長（古屋敦子君） 続きまして、８目老人福祉施設費について御説明し

ます。市内には、厚保、豊田前、嘉万の３カ所に老人憩いの家を設置しており、厚

保及び嘉万には、浴場を併設しております。この浴場の使用者数は、厚保が延べ

１，４６３人、嘉万が延べ１，２８２人でした。管理経費につきましては、厚保が

１６２万１，０００円、豊田前が２８万７，０００円、嘉万が２２７万９，０００

円を支出しております。 

次に、４のカルストの湯につきましては、浴場の使用者数は、延べ１万４，７３

９人、管理経費につきましては、６４１万６，０００円、使用料等の収入は３２５

万円でした。 

次に、５の山口市との一部事務組合で運営しております、養護老人ホーム秋楽園

の運営につきましては、建設にかかる分担金と合計し、１，２５３万８，０００円

を支出しております。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 杉原市民福祉部次長。 

○市民福祉部次長（杉原功一君） それでは右のページをご覧ください。９目国民健

康保険費でございます。国民健康保険事業特別会計繰出金といたしまして、２億
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２，９２３万３，０００円を支出しております。この内訳には、保険基盤安定繰出

金、これは保険税の軽減分でございますが、これに対して８，９９８万２，０００

円、同じく保険者の支援分でございますが、１，４７０万３，０００円、職員給与

費等繰出金６，１０１万円、出産育児一時金等繰出金５００万円、財政安定化支援

事業繰出金４，２４５万円、その他の繰出金、これは国保の被保険者の負担軽減分

になりますが、１，６０８万８，０００円がございます。 

次に、１０目後期高齢者医療費といたしまして、５億９，３８５万１，０００円

を支出しております。このうち、後期高齢者医療費繰出金といたしまして、１億

１，２１８万８，０００円を支出しております。内訳には、事務費等繰出金１，３

７９万９，０００円と、保険税の軽減と保険者を支援する保険基盤安定繰出金９，

８３８万９，０００円がございます。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 三浦市民福祉部次長。 

○市民福祉部次長（三浦洋介君） 続きまして、２項児童福祉費・１目児童福祉総務

費であります。１子ども・子育て支援事業計画策定ニーズ調査事業として、２２５

万８，０００円支出しております。これは、平成２７年４月から実施予定の子ど

も・子育て支援新制度に向けて、平成２６年度子ども・子育て支援事業計画を策定

するためのニーズ調査であり、就学前児童及び小学校児童の保護者を対象に実施し

たものであります。次に、３児童クラブ運営事業であります。市内１０カ所で児童

クラブを運営しておりまして、そのうち嘉万児童クラブの直営を除く９クラブの運

営費の総額３，０７１万円を支出しております。 

次に、４延長保育事業であります。市内私立保育園４園に対して、総額２，０１

１万４，０００円支出しております。 

次に、６保育所地域活動補助事業であります。この事業は、留守家庭児童の保育

を行う市内私立２園に対して、１００万円を補助金として支出しております。 

次に７、ことばの教室運営事業であります。この事業は、言語発達遅滞児等に対

する言語療法による療育事業でありまして、４３９万８，０００円支出しておりま

す。対象者は、小学校就学前の児童であります。 

次に４４ページをお開き願います。８ファミリーサポートセンター運営事業とし

て、２５８万８，０００円支出しております。この事業は、仕事と子育ての両立を
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支援することを目的に、育児を受けたい人と、協力できる人が会員となり、相互に

助け合う会員組織を平成２１年１０月に設立し、実施しております。 

次に、９デイケア推進事業として、５０８万８，０００円支出しております。こ

れは、心身に障害のある在宅の障害児に対し、日常生活における基本的動作の指

導、集団生活への適応訓練及び障害の実情に応じた療育訓練を行う事業でありま

す。 

続きまして、額の大きい不用額につきまして御説明いたします。歳入歳出決算書

の６０、６１ページをお開き願います。中段の１目児童福祉総務費・１３節委託料

で２２７万２，３６６円の不用額が生じております。これは、主に児童クラブ運営

事業において、見込みより児童数が、少なかったためでございます。 

続きまして、元に戻りまして、２目児童措置費であります。２の私立保育園運営

委託事業であります。この事業は、市内私立保育園４園への保育委託料でありまし

て、総額２億１，１１４万７，０００円を支出しております。 

次に、児童手当支給事業として、総額３億２，７１２万円支出しております。こ

の事業は、中学校修了前までの児童を養育している者に対して、支給する事業であ

ります。 

次に、４児童福祉手当給付事業として１４６万４，０００円支出しております。 

この事業は、身体障害者手帳１級から３級、又は療育手帳を所持している２０歳

未満の障害児を養育している保護者に対し、月額２，０００円を給付する事業であ

ります。 

続きまして、額の大きい不用額について御説明いたします。同じく歳入歳出決算

書の６２、６３ページですけれども、上段の２目児童措置費・２０節扶助費で、２

９３万６，０００円の不用額が生じております。これは主に、児童手当支給事業に

おきまして、対象者数が見込より少なかったためであります。 

続きまして４５ページ、３目母子福祉費であります。児童扶養手当給付事業とし

て、７，４７８万円支出しております。この事業は、親の離婚等により父又は母と

生計を共にしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を促進するため、

当該児童を養育する母又は父等に手当てを支給するものであります。 

次に、４目児童福祉施設費であります。市内の公立保育園は、１０園ございます

が、定員・入所児童数はご覧の表のとおりでございます。運営経費として総額１億
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５，８７０万１，０００円支出しております。 

続きまして、額の大きい不用額について御説明いたします。歳入歳出決算書で

は、同じページの６２、６３ページですけれども、中段より少し下のあたり、４目

児童福祉施設費・４節共済費で、１８７万４，７０９円、次の７賃金で、６８６万

７，６９６円の不用額が生じております。これは、公立保育園９園の臨時、パート

保育士に係わるもので、４月からの措置児童数が予算編成時に比較して少なかった

ことにより、臨時・パート保育士の採用が不用となったことによるものでございま

す。 

続きまして、４６ページ、３項生活保護費・１目生活保護総務費であります。ま

ず、生活保護事業として、３４３万９，０００円を支出しております。主な経費

は、嘱託医２人の報酬、生活保護システムの保守料等でございます。 

次に、生活保護適正化実施推進事業であります。この事業は、生活保護を適正に

推進するために職員研修やレセプト点検・整理等の業務委託として、１７１万７，

０００円支出しております。 

続きまして、２目扶助費であります。生活保護の被保護世帯に対し、生活扶助費

等総額２億８，０６４万８，０００円支出しております。 

続きまして、額の大きい不用額について御説明いたします。歳入歳出決算書の６

４、６５ページをお開き願います。中段より少し下あたりになりますが、２目扶助

費・２０節扶助費であります。７２０万２，２３５円の不用額を生じております。

これは、生活困窮者が、けがや病気で医療を必要とするときに行われる医療扶助に

おいて、見込んだ額に満たなかったことによる不用額であります。 

次に、４項災害救助費・１目災害救助費であります。この災害救助事業は、災害

救助者に対する援護事業でありまして、被災者への見舞金の支給、避難所の運営に

係る経費等でありまして、住宅火災見舞金として１２万円を支出しております。 

以上で、歳出の説明を終わります。続きまして、歳入について御説明いたしま

す。 

同じ歳入歳出決算書の中の８、９ページをお開き願います。１２款分担金及び負

担金・２項負担金・１目民生費負担金・２節児童福祉費負担金であります。 

調定額１億２，１２５万８，２６０円に対しまして、収入済額１億１，５９８万

３，５２０円、収入未済額４７５万６，８４０円、これは保育料負担金でありま
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す。 

続きまして、同じく決算書２６、２７ページ２０款諸収入。次の２８、２９ペー

ジ、３項貸付金元利収入・２目民生貸付金元利収入・１節同和福祉援護貸付金元利

収入であります。今日では、貸付実態はございませんが、未償還の調定額１６３万

１，３０１円に対しまして、償還額が４万円でありまして、償還未済額は、１５９

万１，３０１円となっております。 

続きまして、５項雑入であります。次の３０、３１ページをお開き願います。３

目雑入・３節民生雑入であります。調定額８，７９０万７，８６１円に対しまし

て、収入済額は、８，４１９万３，８８５円でありまして、差引３７１万３，９７

６円の収入未済額となっており、生活保護費返還金が主なものであります。なお、

これら未納分の徴収につきましては、随時電話催告、臨戸訪問等を行い、徴収に努

めております。 

以上で、民生費の説明を終わります。 

○委員長（髙木法生君） 説明が終わりました。質疑を行います。質疑はございませ

んか。三好委員。 

○委員（三好睦子君） お尋ねします。成果報告書の４０ページですけど、４０ペー

ジの９の社会福祉施設整備費の中で１番、２番、３番とありますが、各施設の利用

者数、入所者数を分かれば教えてください。 

○委員長（髙木法生君） 古屋高齢福祉課長。 

○高齢福祉課長（古屋敦子君） この主要政策成果報告書に載っている各施設でござ

いますが、すべて介護保険の施設でございまして、みのり園、幸嶺園については特

別養護老人ホーム、ケアハウス幸嶺園については有料老人ホーム、（２）のグレイ

スフル唯心についても特別養護老人ホーム、（３）については、グレイスフル唯心

は特別養護老人ホーム等々なんですが、現在定員と利用者数とおっしゃいましたけ

ど、介護保険事業でありますので利用者数というのが――いつ現在ということは申

しあげられると思いますが、現在手元に資料がございませんので、後ほどお答えを

したいと思います。よろしいでしょうか。 

○委員長（髙木法生君） よろしいですか。ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（髙木法生君） 質疑なしと認め質疑を終わります。次に衛生費を議題とい
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たします。執行部より説明を求めます。西山生活環境課長。 

○生活環境課長（西山宏史君） 続きまして、４款衛生費・１項保健衛生費・１目保

健衛生総務費でございます。１番目の未給水地区飲用水水源確保事業でございます

が、この事業は未給水地区における飲料水確保のためのボーリング調査費に対する

補助金として４世帯に対し、１１０万４，０００円の補助金を支出しております。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 岩崎健康増進課長。 

○健康増進課長（岩崎賢治君） 同じく２番ですが、食生活改善推進事業でございま

す。これは、地域住民の健全な食生活に関する知識・技術の習得を図るために会員

自身必要な知識習得のため、美祢市食生活改善推進協議会へ委託料として支出した

ものでございます。 

同じく３番、地域医療推進事業。これは主なものとして、平成２５年度から事業

として看護師の養成、確保並びに本市の地域医療の推進のため、美祢市看護師奨学

金貸付を行うこととなりましたが、該当者７人への貸付額４２０万円が主なもので

ございます。その他健康増進課が庶務処理しております委員２０人で構成されてお

ります、美祢市地域医療推進協議会の運営費等として支出したものでございます。 

次のページですが４番、一次救急医療委託料。これは、休日時に輪番制で外来対

応できるように、市内の医師会へ委託料として支出したものでございます。 

５番、二次救急医療運営費負担金。これは、入院治療や手術を必要とされる者に

輪番制で対応できるように、宇部、小野田並びに山口の２つの圏域へ負担金として

支出したものでございます。 

続きまして、２目の予防費でございます。１予防接種委託料。これは、医療機関

での個別接種による、下の表に示しておりますように、計８，９２８人への接種費

として支出を行っております。２健康増進事業でございます。これは、生活習慣病

予防、あるいは介護予防など、市民の健康づくりの観点から、市内各地におきまし

て、医師や、保健師、栄養士による啓発事業を実施したもので、集団検診時におけ

る健康相談や、高齢者のサロンなどに出向いたものに支出したものでございます。

３番、がん検診等事業でございます。これは、各地域で実施しました――そこに表

に示してはおりますが、集団検診事業費として、９，２１９人への、検診委託料と

して支出したものが主なものでございます。特に、胃がん検診につきましては、平
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成２５年度から、従来からの胃部エックス線検査、バリウム検査でございますが、

それに併せてですね、医療機関における内視鏡検査、胃カメラ検査を取り入れ、あ

る程度の胃がん検診につきましては、増加がみられた結果でございます。４番、が

ん検診推進事業。これは、がん検診の受診促進のため、平成２１年度から、子宮が

ん検診については、２０～４０歳、乳がん検診については４０～６０歳、及び大腸

がん検診については、平成２４年度から４０～６０歳の男女。それぞれ５歳刻みで

無料クーポンによる受診勧奨を行っております。併せて計５１７名の事業費とし

て、主に検診委託料として支出したものでございます。５番、こころの健康サポー

ト事業。これは、自殺予防事業として市民を対象とした講習会の実施及び、地区で

の見守り者を育成する研修会等講師の謝金、保健師研修会出席旅費等事業費として

支出したものでございます。 

３目母子衛生費でございます。１母子保健事業。これは、主に妊婦、１カ月、３

カ月、７カ月の乳児の医療機関における健診委託料として、並びに１歳６カ月、３

歳の幼児健診時の歯科医師、看護師、臨床検査技師等の検診に伴う事業等に支出し

たものでございます。 

なおここで、予防費の中で額の多い不用額の説明でございます。歳入歳出決算書

の６６、６７ページをお開きいただいたらと思います。２目予防費・委託料で７１

６万６，１７８円の不用額が発生しております。これは先ほども御説明いたしまし

たが、予防接種委託料予算の中で、子宮頸がん予防接種の接種者数が予想を下回っ

たことが主なものでございます。なお、歳入については、収入未済額はございませ

ん。 

それから、同決算書の次のページを見ていただけたらと思います。母子衛生費で

ございますが、３目母子衛生費の委託料に１５５万７，８２０円の不用額が発生し

ております。これにつきましては、母子保健事業のうち、妊婦健診、それから１カ

月、３カ月、７カ月の乳児健診の医療機関における健診受診が予想を下回ったこと

が主なものでございます。歳入については、収入未済額はございません。 

以上でございます。 

○委員長（髙木法生君） 西山生活環境課長。 

○生活環境課長（西山宏史君） 続きまして４８ページ、４目環境衛生費でございま

す。１番目の犬・猫の収容関係でございますが、歳出決算額は１６万１，０００円
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となっております。２番目の狂犬病予防等事業では、予防注射を１，４４８頭に接

種しており、歳出決算額は１７万９，０００円でございます。 

３番目の地球温暖化防止対策事業は、温暖化防止や環境学習を目的として、エコ

キャップ回収ボックスを美祢市内の公民館等に設置し、また市内の小、中学校に花

の苗等を配付しており、歳出決算額は５万２，０００円となっております。次の太

陽光発電システム設置助成事業では、市内３０世帯に対し、８８万２，０００円を

交付しております。 

５番目のＥＶ充電器設置事業におきましては、平成２５年度予算、２，７２１万

６，０００円のうち、２，１５１万６，０００円を平成２６年度に繰り越してお

り、残りの５７０万円を工事の前金払い分として執行したところでございます。な

お、ＥＶ充電器につきましては、道の駅おふく、道の駅みとう、秋芳洞第１駐車場

に設置をいたしまして、今年の７月２６日から供用開始としております。 

次に、６目環境保全費でございます。１番目の麦川坑内水臭気対策事業は、山口

大学工学部に調査、研究の委託をしておるもので、委託料として７０万円を支出し

ております。また、自動車騒音常時監視面的評価業務として委託料３１万５，００

０円、美東町大田中市水路転落防止柵設置事業として、９７万７，０００円が歳出

決算額となっております。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 岩崎健康増進課長。 

○健康増進課長（岩崎賢治君） 同じく保健衛生費の７番、保健センター費でござい

ます。これは、市内３か所にございます、保健センターの維持管理費として支出し

たものでございます。 

以上でございます。 

○委員長（髙木法生君） 西山生活環境課長。 

○生活環境課長（西山宏史君） 続きまして、２項清掃費・１目清掃総務費でござい

ます。主な事業は合併浄化槽の設置整備に対する補助金の支出であり、補助対象数

は５３件、補助金支出の決算額２，０６５万２，０００円となっております。 

次に、４９ページにまいりまして、２目塵芥処理費でございます。主な支出とし

ては、家庭ごみ収集運搬委託料が７，８９０万５，０００円、カルストクリーンセ

ンター管理運営経費が１億４，１６７万１，０００円、リサイクルセンター指定管
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理委託料が２，１２８万１，０００円、美祢最終処分場指定管理委託料が７０９万

４，０００円となっております。これらの支出を通じて、処理した平成２５年度の

ごみの量は、可燃物約７，１０６トン、不燃物で委託処分したものは、約２３０ト

ン、埋立て処分量は約２５８トンでございます。 

また、資源ごみにつきましては、資料４９ページの２番目の表の計と３番目の表

の計をあわせた９４７トンを処理しております。 

続きまして、３目し尿処理費でございます。美祢市のし尿の処理施設である衛生

センター管理運営経費として５，３８９万８，０００円を支出しております。 

次に、３項水道費・１目水道施設費の水道事業会計への繰出金でございます。２

億６，８７４万８，０００円を支出しております。 

次に私ども、生活環境課に関わる支出のうち、不用額につきまして御説明をさせ

ていただきます。決算書の７０ページ、７１ページをお開き願います。４款衛生

費・２項清掃費・１目清掃総務費・１９節負担金補助及び交付金、７１ページの一

番下の行でございます。不用額が２６５万２，７４８円となっておりますが、これ

は浄化槽設置整備に係る補助金の執行残でございます。 

続きまして、算書の７２ページ、７３ページをお開きいただきたいと思います。

２目塵芥処理費・１１節需用費の不用額は１５１万０，９６３円となっております

が、これは主にごみ袋の購入における入札減によるものでございます。また、これ

の２行下、１３節委託料の不用額は５４５万５，９８５円となっておりますが、一

般廃棄物の収集運搬委託料、美祢市リサイクルセンター等へ搬入される廃プラスチ

ックなどの処分委託料等の減額によるものでございます。 

次に、３目し尿処理費について不用額を申し上げます。１３節委託料でございま

す。１２０万１，２１５円の不用額でございます。これは、出来高で支払っており

ます脱水後汚泥の処分委託料の減少によるものでございます。 

以上でございます。 

○委員長（髙木法生君） 岩崎健康増進課長。 

○健康増進課長（岩崎賢治君） 主要施策成果報告書４９ページにお戻りください。

４項病院費・１目病院事業費でございます。その１、病院等事業会計繰出金でござ

いますが、それぞれの事業へ繰出し支出しております。 

以上でございます。 
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○委員長（髙木法生君） 説明が終わりました。それでは質疑を行います。質疑はご

ざいませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（髙木法生君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。この際、説明員交代

のため、暫時、２時まで休憩をいたします。 

午後 １時４２分 休憩 

 

午後 １時５９分 再開 

○委員長（髙木法生君） 休憩前に続き、委員会を開きます。次に労働費を議題とい

たします。執行部より説明を求めます。河村商工労働課長。 

○商工労働課長（河村充展君） それでは、働費の説明をさせていただきます。歳入

歳出決算書一般会計部門の７４ページから７７ページにかけてが労働費に関するペ

ージでございます。併せまして、主要施策成果報告書については５０ページでござ

います。５款労働費・１項労働諸費・１目労働諸費でございます。まず、人材企業

育成活性化事業として、委託料７４１万９，０００円を支出しております。事業の

内容としては、就職相談事業や就職支援講座の充実により、企業が求める人材を育

成するとともに、市民や企業に対しまして情報通信等の技術向上や、新規事業の足

掛かりになる講座の開催を委託し、市内企業の育成振興を図り、地域経済の発展を

目指すものでございます。 

続きまして、就職祝い金給付事業でございます。新規学校卒業者２２人分、転入

就職者５人分、合計２７人分、５４万円を支給しています。 

続きまして退職金共済制度推進事業として、中小企業退職金共済制度に新規加入

者のあった事業所に対し、一人当たり月額５００円、１２か月分を限度として補助

するものでございますが、３９万９，０００円を支出しております。 

以上でございます。 

○委員長（髙木法生君） 内藤生涯学習スポーツ推進課長。 

○生涯学習スポーツ推進課長（内藤賢治君） 続きまして、２目勤労青少年ホーム費

でございます。勤労青少年ホーム管理運営事業として、施設の維持管理等に伴い、

６２５万８，０００円を支出しております。これは、勤労青少年等の健全な育成と

福祉の増進を図ることを目的に、クラブ活動の推進や教養を高めるための講座の開
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設などを行い、延べ１０，２４６人が利用しております。 

以上でございます。 

○委員長（髙木法生君） 河村商工労働課長。 

○商工労働課長（河村充展君） 続きまして、３目農村勤労福祉センター費でござい

ます。施設の管理費として、総額１４９万９，０００円を支出しております。利用

件数につきましては、１２１件の御利用をいただいております。 

続きまして、４目勤労者福祉施設費でございます。勤労福祉会館及び勤労者総合

福祉センターの施設管理にかかる経費でございますが、勤労者福祉施設管理委託料

として２，１２５万５，０００円を支出しております。利用件数につきましては、

勤労福祉会館１，１７３件、勤労者総合福祉センター２，３８２件でございます。 

続きまして、５目シルバー人材センター運営事業費でございます。美祢市シルバ

ー人材センター運営事業費補助金として、１，０８２万円を支出しております。 

続きまして不用額が生じたものにつきまして、御説明いたします。決算書のほう

をお願いしたいと思います。決算書の７４、７５ページでございます。ページの下

段から労働費でございますが、１ページお開き願います。７７ページの一番上でご

ざいますが、５款労働費・１項労働諸費・１目労働諸費・２１節貸付金の部分でご

ざいます。３７３万３，０００円の不用額が生じております。これは、県並びに県

内の市町が一体となって実施しております、中小起業者小口融資制度並びに離職者

緊急対策融資制度にかかる預託金でございます。予算額に対しまして、利用者が少

なかったことにより、預託の必要がなかったことによるものでございます。なおこ

の事業につきましては歳入予算が伴っております。お手数ですが、同じく決算書２

６ページ、２７ページをお願いしたいと思います。一番下の段、２０款諸収入でご

ざいますが、次のページの真ん中あたりですが、３項貸付金元利収入・３目労働貸

付金元利収入でございますが、予算額４４０万円に対しまして、調定額は歳出額と

同額の６６万７，０００円ということになっております。済みません、調定額は歳

出額６６万７，０００円に対する利息を含めまして、６６万７，１０１円となって

おります。 

以上で労働費の説明を終わります。 

○委員長（髙木法生君） 説明が終わりました、それでは質疑を行います。質疑はご

ざいませんか。坪井委員。 
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○委員（坪井康男君） ５款・１目の労働諸費のうち１番目ですね、人材企業育成活

性化事業ですが、これは７４０万出されてですね、その成果といいますか、どのく

らいの人がこの能力向上を目的とした講座を受講され、あるいは企業の若手の職員

がどの位研修に参加されたか、ということをお伺いしたいんですが。これは、言葉

の問題ですが、人財と人と財産と書いてあるんですが、これはやっぱりこういう字

を書くんですか。人間の材料って普通書くんですけど、これはそういう特別な意味

なんでしょうが、河村課長、人財というのは特別な意味があるんですか。人と財産

と書いてある。それと、ＩＣＴ能力ちゅうのがちょっとようわかりませんので、そ

ういうことも含めて、ひとつどのくらいの成果があったか、御説明をお願いしま

す。 

○委員長（髙木法生君） 河村商工労働課長。 

○商工労働課長（河村充展君） ただいまの御質問でございます。まず事業名のこ

と、人材の材の字が財ということになっているということでございますが、こちら

の事業につきましては、単独市費の事業でございまして、人を宝として見立ててい

こうというと言葉的には、表現的にはおかしいかもしれませんけど、人をいろんな

形で、きちんとした形で、言うなれば企業さんが宝として取っていただけるような

形に持って行きたいところが含まれています。 

それから、併せまして成果というところでございます。事業としては大きく二つ

に分かれておりまして、ＩＣＴ適応能力向上事業ということと、それと併せまし

て、美祢市の事業所活性化事業というのがまず大きく一つの事業ととらえていま

す。それと併せまして、就職の支援関係の事業というところで、もう一つの大きな

事業としてとらえています。 

まず、ＩＣＴ関係の事業から成果について御説明をさせていただきます。ＩＣＴ

の関係の事業については、講座回数を全部で９回ほど事業を実施されております。

こちらに参加された人数でございますが、延べ７５人の方がこちらのＩＣＴ関連講

座に御参加いただいているところでございます。併せまして先ほど申しました美祢

市事業所活性化事業、こちらが若手社員のための対人力や営業力、ロジカルシンキ

ング等の向上講座ということでございますけれども、企業数でいきますと５件、参

加人数が１３人という形で事業を実施いただいております。それと併せまして、就

職関連事業としまして、雇用の促進のための就職支援講座の開催や、障害者雇用相
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談や支援、職業紹介の支援ということでございます。就職相談室という形で設置を

させていただいておりますが、こちらの昨年度の利用件数は、４０４人。それと併

せまして、就職支援講座といたしまして、延べ１９回の講座を開いていただき、参

加人数が延べで行きますと２４６名の方々に御利用をいただいたところでございま

す。 

以上でございます。 

○委員長（髙木法生君） 坪井委員。 

○委員（坪井康男君） 大変盛りだくさんな内容でしっかりおやりになっているとは

思いますが、この講座、レクチャーする人は何処の誰でしょうか。あるいは、講座

のテキストは誰がどのようにしておつくりになったんでしょうか、という質問と。

いまこれだけの、いまから就職したいなという人も入っていますよね、実際に就職

できた人っているんでしょうか、というような質問です。非常に盛りだくさんのよ

うに見えますけれども、これ実はまともにやれば大変なことでしてね、とてもじゃ

ないけど７４０万位でできるような仕事じゃないような気がいたしますんで、あえ

て質問します。 

○委員長（髙木法生君） 河村商工労働課長。 

○商工労働課長（河村充展君） ただいまの御質問でございます。最初に申しました

美祢市事業者活性化事業、こちらの事業につきましては、ＩＴ関連の事業とあわせ

て事業を受託していただいております。それで、講師の先生ということでしょうけ

れども、日本講師協会というのがございまして、そちらの方の専門の先生を呼んで

きて講師をしていただいて、従いましてテキスト関係についてもそちらの先生が御

準備されたものが使われておるということをお聞きしています。併せまして就職関

係の就職支援講座でございますけれども、こちらパソコンのスキルアップ講座と併

せましてビジネスのマナー講座というものを併設で講座を開かれておりまして、パ

ソコンの関係の授業につきましては、本来の受託者でございます情報ネット株式会

社のほうでテキスト等を作成されているものと思っております。併せましてビジネ

スのマナー講座につきましては、こちらは専門の先生を呼んできて、そういったい

ろんな形の講座を開設をされているということでお聞きしております。従いまし

て、いまのビジネス講座につきましては専門の先生のテキストを利用されていると

いうことでございます。 
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実際に就職された方の人数につきましては、ちょっと今手持ちの資料の中では把

握するものがございませんので、またのちほど報告させていただくということでよ

ろしいですか。 

○委員長（髙木法生君） ではお願いします。坪井委員。 

○委員（坪井康男君） これは大変いい企画だと思っています。本当に充実したこう

いうプログラムをおつくりになるのは大変結構だと思ってるんですが、えてしてこ

ういうのは抽象的なお話ではね、実際に現物を見てみないと私も良く解りません。

どういう内容の講座なのか。という若干の不信感を持っているということを認識し

てください。あと何人就職できたのか、あと確認、ご連絡ください。以上です。 

○委員長（髙木法生君） 他に質疑はございませんか。三好委員。 

○委員（三好睦子君） 毎回お尋ねするようで申し訳ないんですけど、就職祝い金で

すけど、美祢市内に就職して、しかも正規職員じゃないと駄目と、非正規ではダ

メ、パートではダメということなんですが、今どきのこの経済の情勢の中でこれを

クリアするということは、本当に恵まれた人だと思うんです。それでそういう方に

就職祝い金をするというのは、ちょっと不公平ではないかと思うんです。やるなら

やる、無いなら無いとしたほうが本当に市内に残って、しかも正職員でおりたいと

思っても、なかなかおれないと。そういった状況が現在の状況だろうと思うんで

す。仕方なしに市外へ出たり、パートを選ばなければならない。非正規でおらなけ

ればいけないといった状況が多い中にこれをするというのはどうかと思うのです

が、昨年も聞いたような気がしますけど、残っていないんですが、こういった事業

をしている県内、１３市の中でこうしたことがあるのでしょうか。確かないと聞い

て、県外ではあると聞いたような気はしますけど。再度お尋ねいたします。 

○委員長（髙木法生君） 河村商工労働課長。 

○商工労働課長（河村充展君） ただいまの御質問でございます。就職祝い金の関係

につきましては、昨年も御質問いただきまして、県内の中には、このような制度を

持っている所は無いということでお答えさせていただいたと思います。県外につき

ましては、私どもも調べていないという関係から、そういった制度があるかどうか

というところまで触れていないと思っております。今三好議員のほうから言われま

したようにですね、大変就職状況というところがですね、自分の希望に沿った形で

就職できない、仕方なしにパートという形の方が確かにいらっしゃるとは思ってお
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ります。 

しかしながら、一方ではですね、こういった制度、美祢市独自の制度ということ

で、市内の企業の方々からも大変喜ばれている制度ということもございまして、今

現在も継続させていただいておるところでございます。三好委員の言われるところ

につきましては、昨年と同じということで、私どもの答弁といたしましても、継続

的にこういった内容のものがいいのかということについては、協議させていただい

ておりますが、今現在の状況としては、この制度の内容で引き続き実施したいとい

うところにとどまっておるところでございます。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 三好委員。 

○委員（三好睦子君） 昨年の回答であったか、個人的に話したことかちょっと定か

ではありませんが、就職するときはスーツとか靴とか新調しなければならないか

ら、お金を出すのだとか言われましたが、正職員であろうと、パートであろうと非

正規であろうと契約であろうと支度はいるんですから、やはり――いるんです。で

すから、働く人に差別をしないようにしていただきたいと思います。無いなら無い

と、今、市外県内には無いと、県外にははっきり分からないと言われましたが、も

しかしたら日本に美祢だけかもわからないのかなとふと思ったのですが。働く人に

は不平等にならないように、平等であるべきだと思います。よく検討していただき

たいと思います。 

○委員長（髙木法生君） 意見としてよろしいですか。意見ですね。他に質疑はござ

いませんか。質疑なしと認め質疑を終わります。次に農林費を議題といたします。

執行部より説明を求めます。志賀農林課長。 

○農林課長（志賀雅彦君） それでは、６款農林費について御説明いたします。報告

書の５１ページです。１項農業費・３目農業振興費・１美祢市農業管理センター運

営補助事業につきまして、３つの農業管理センターにそれぞれ３０４万円、合計９

１２万円の補助金を支出をしております。これは、農業の総合窓口として機能を充

実させるための事業です。３需要対応型産地育成事業についてですが、これは、農

産物の様々な需要に応えるため農業生産法人等を対象とし、機械導入に対し補助金

を交付するもので、各種機械を合わせて延べ７法人に対し２，１９１万３，０００

円の補助金を支出しております。４認定農業者生産振興支援事業につきましては、
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産地の生産拡大を図るため、主に個人の認定農業者への機械導入等に対して補助す

る事業で、８経営体に対し、１７５万９，０００円の補助金を支出しております。

５青年就農給付金事業として、６名の新規就農者に対し８１８万８，０００円の給

付金を給付しております。 

続きまして５２ページをお開きください。７中山間地域等直接支払交付金事業に

ついて、１１７協定に対し１億５，３５３万４，０００円の交付金を交付しており

ます。交付対象面積は、１，２８５ｈａでした。 

続きまして、４目農地費につきまして御説明いたします。１単独土地改良事業と

して、国、県の補助対象とはならない比較的小規模な水路改修などについて、地元

受益者が行う工事２５件に対し、４９９万６，０００円の補助金を支出しておりま

す。２土地改良事業償還助成金として、１億１，０３０万３，０００円を支出して

おります。これは、ため池改修や、ほ場整備事業など農村整備事業の借入金の償還

に係る助成金となっています。３農業集落排水事業特別会計操出金につきまして

は、１億８，３６６万６，０００円を支出しております。４農地・水環境保全管理

支払交付金事業として、２２組織に２，０３６万円を支出しております。５から５

３ページの８につきましては、団体営・県営事業として、ため池改修工事、河川可

動堰改修工事、ほ場整備等の事業を行っております。 

次に、５目畜産業費の１、優良牛生産振興奨励事業として、優良子牛の生産のた

めの凍結精液補助事業で３６戸の畜産農家へ８１万８，０００円、優良繁殖雌牛導

入保留奨励事業で、１０戸の畜産農家へ１２１万５，０００円を支出しておりま

す。 

続きまして５４ページをお願いします。２項林業費・１目林業総務費について御

説明いたします。１秋吉台山焼き事業につきまして、防火帯の草刈り及び当日の火

入れに伴う費用や損害保険料等として、９３４万８，０００円を支出しておりま

す。この事業につきましては、各集落及び各種団体に御協力をいただいておりま

す。 

続きまして、２目林業振興費・１森林整備地域活動支援交付金として、民有林の

森林施業集約化を図るために、３協定に２４６万５，０００円を交付しておりま

す。３美しい山づくり事業につきまして、竹林・たけのこ生産団地の育成等の委託

費又は補助金として１，３２８万６，０００円を支出しております。 
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次に３目森林整備費につきまして、１流域公益保全林整備事業として、国の補助

事業を活用し、市所有林の保全管理のための間伐、作業道の開設など７件を実施

し、５，８０８万６，０００円を支出しております。 

次に５５ページの、４目林道費につきましては、林道を適切に管理するために３

２６万円を支出しております。５目治山事業費の１小規模治山工事につきまして

は、山地崩壊の復旧・予防のために、２件の工事費としまして、４８３万５，００

０円、２小規模治山事業補助金としまして２件、１５６万７，０００円を補助金と

して支出しております。６目有害鳥獣対策事業費につきまして、１有害鳥獣捕獲業

務委託料としまして、各猟友会への捕獲業務委託料として１６８万４，０００円を

支出しております。２有害鳥獣捕獲奨励事業補助金として、７１２万７，０００円

を支出しております。これは、捕獲奨励金で、イノシシ１，１４４頭、シカ４６１

頭、サル７頭ほかとなっております。５鳥獣被害緊急総合対策事業補助金として、

１，３１０万３，０００円を支出しております。これは、鳥獣防止柵及び箱罠の材

料費を補助するもので、美祢市有害鳥獣対策協議会へ支出しております。 

続きまして、不用額が生じた主なものにつきまして、御説明いたします。決算書

８０、８１ページをお願いします。前ページからの３目農業振興費の負担金、補助

及び交付金につきまして、５４５万５，０００円が不用額となっております。これ

の主なものとしては、青年就農給付金事業の１名分の未申請及び美祢市地域農業再

生協議会の事務経費の削減による補助金の減額となっております。 

次に、４目農地費の委託料の２０８万６，０００円の不用額につきましては、地

域自主戦略交付金農地防災事業におきまして、経営体育成型事業において、ほ場整

備の地区界を見直したことにより、代位登記の委託業務を減らしたため費用が減額

となったことが主なものです。 

次の負担金、補助及び交付金の２３５万５，０００円につきましては、農地・水

保全管理支払交付金事業の参加予定地区が事業への取り組みを延期したための減と

なっております。また、操出金の８４３万１，０００円については、農業集落排水

事業特別会計操出金の維持管理経費の減による減額となっております。８４、８５

ページをお願いたします。前ページからの３目森林整備費の委託料２１６万円につ

きましては、流域公益保全林整備事業におきまして、作業道の延長が計画より減少

したための減額などとなっております。 
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以上で、農林費の説明を終わります。 

○委員長（髙木法生君） 説明が終わりました、それでは質疑を行います。質疑はご

ざいませんか。岩本委員。 

○委員（岩本明央君） 不用額につきまして、お尋ねをいたします。決算書の８２ペ

ージ、８３ページですね。一番上ですが、畜産業費の負担金、補助金及び交付金の

４０万５，０００円のこれが、不用になっておりますが、これはどのようなものか

というのが１件です。それからもう１件は、８４、８５ページの林道費のこれも同

じく１９の１９７万５，２００円。〔発言する者あり〕ごめんなさい、円じゃね。

失礼しました。それでは、このほうはよろしうございます。今の最初の８３ページ

の４０万５，４９１円の内容を教えてください。 

○委員長（髙木法生君） 志賀農林課長。 

○農林課長（志賀雅彦君） 畜産業費の４０万５，４９１円につきましては、先ほど

主要報告書のほうでも申し上げましたが、報告書の５３ページの１番下に、これに

対する明細を、凍結精液事業につきましては２６戸、延べ３８８頭分ということ

で、８１万８，０００円と繁殖牛の導入保留奨励事業につきましては、１０戸の畜

産農家に対しまして、１５頭の１２１万５，０００円の補助金を支出した残りが、

４０万５，４９１円、その他となっております。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 岩本委員。 

○委員（岩本明央君） そうしますと今の４０万は、申請がなかったということで理

解してよろしいですか。はいわかりました。 

○委員長（髙木法生君） 他に質疑はございませんか。三好委員。 

○委員（三好睦子君） お尋ねします。今生産者米価が下落して、生産費が取れない

ような状況で、稲作農家が本当に困っています。それで農産物には、価格に消費税

をつける、農産物に消費税はつけていませんしつけられません。払う一方なんです

が。こうして稲作農家が営農が難しくなっておって、農業も後継者がいないような

状態になったりしています。そして経営が大きければ大きいほど、赤字が大きくな

っていくという、こんな状態であれば荒廃農地が広がってくるのは確実ですが、そ

れの対応、今後の対応というのはどのように、この決算の中ではどのように取られ

てきたのかなと思うのですが、とりあえず耕作農地がふえているかどうかお尋ねし
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ます。 

○委員長（髙木法生君） 志賀農林課長。 

○農林課長（志賀雅彦君） 耕作放棄地の関係の御質問ですが、ちょっと説明を省い

て申し訳なかったんですが、報告書の５２ページの８番耕作放棄地対策事業。こ

れ、美祢市単独の事業ですが、耕作放棄地の解消に対して、１１４件に対し６７万

７，０００円の補助を行っております。それと、耕作放棄地の面積はどうなのかと

いう御質問でしたが、２４年対２５年で４．４ｈａぐらい耕作放棄地の面積がふえ

ております。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 三好委員。 

○委員（三好睦子君） それがふえていくということは、まだまだふえますでしょう

し、対策をとらなければいけないと思うのですが、その目の前というのが、有害鳥

獣、何人かの議員さんが一般質問にもされていますが、有害鳥獣対策ですね。これ

が本当に大事なことだと思うのですが、他県では有害鳥獣対策課というのをつくっ

て本格的に取り組んでいるということでしたが、少ない職員の中でこのような課を

つくられるのかどうか、対応についてお尋ねします。 

○委員長（髙木法生君） 志賀農林課長。 

○農林課長（志賀雅彦君） 有害鳥獣被害対策に対する御質問ですが、美祢市におき

ましては、一昨年から有害鳥獣対策室を設けて、さまざまな国の事業なり、市単独

の事業なりを現在進めているところです。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 三好委員。 

○委員（三好睦子君） 萩をちょっと、萩のを参考にするんですけど、職員さんが猟

銃の免許を取っておると。そこが対策室の方かどうかわからないんですが、そうい

うのをちょっと意味して言ったんでしたけど。職員さんが猟銃の狩猟免許を取ると

かそういうこともこれからは考えていかれるべきだと思うんです。それともう１

件、荒廃農地がふえるということは、ジオパークの面からみても、私もいつか一般

質問したんですけど、農地を有効に使うために、ジオパークを美祢はやっています

から、荒廃農地が広がっていてはいけないと、花を植えたりなんだりしなければい

けないのではないかという提案をしたのですが、そういったことを今後入れていた



－66－ 

だきたいと思うのですが、その２件についてお尋ねします。 

○委員長（髙木法生君） 志賀農林課長。 

○農林課長（志賀雅彦君） まず、萩市の例を言われたかと思いますが、一般質問で

も有害鳥獣の被害に対する質問が出されております。その時の回答に、他市の状

況、成果等を判断しながら、今後検討をしていくという回答をしているかと思いま

す。もう１件、耕作放棄地等に花の植栽等を考えているのかという御質問だったと

思いますが、これにつきましては、農地・水保全管理等を使っていただいて、花の

植栽などをしていただけたらと考えております。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 他に質疑はございませんか。秋枝委員。 

○委員（秋枝秀稔君） 私は簡単な質問なんですが、有害鳥獣の今年イノシシが１，

１４４頭というふうになっております。これは規定どおり補助金は出されたんです

か、それかカットはあったんですか。イノシシ、シカ、サルまでで結構ですけど。 

○委員長（髙木法生君） 志賀農林課長。 

○農林課長（志賀雅彦君） ２５年度におきましては、それぞれ、どの鳥獣に対しま

しても１００％の金額で奨励金を支出しております。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（髙木法生君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。次に商工費を議題と

いたします。執行部より説明を求めます。河村商工労働課長。 

○商工労働課長（河村充展君） それでは商工費の説明に入ります前に、午前中の総

務費の中において、商工労働課所管の事業について、説明がなされていない部分が

ございますので、最初に総務費の説明をさせていただきたいと思います。報告書に

ついて３３ページでございます。２款総務費・１項総務管理費・１目一般管理費の

７番目の事業でございますけども、市制施行５周年記念事業のうち、４番目に記載

がございます、台湾物産展開催事業でございますが、こちらの方で３２９万７，０

００円を支出しております。この事業については、台湾がどのような所なのか、ま

たどのようなものがあるのかということについて市民へ周知するために、昨年です

が、１０月２０日、日曜日に市役所本庁の駐車場で開催されました、第２８回福祉
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の市において、会場内で台湾物産販売コーナーの開設や、また美祢市文化協会の御

協力もいただきながら、美祢台湾文化交流会を開催したものであります。併せまし

て、２月には台湾での経済貿易交流を促進するため、台湾台北市において、商談会

や企業訪問、工場見学等を開催したものでございます。 

それでは続きまして、商工費の説明に入らさせていただきます。報告書について

は５６ページから５８ページ、歳入歳出決算書については、８４ページから９３ペ

ージになります。まず、報告書５６ページの７款商工費・１項商工費・１目商工総

務費から説明をさせていただきます。まず、産業振興推進事業といたしまして、４

０万９，０００円を支出しております。これは、産業振興推進審議会開催に伴う経

費でございます。続きまして、矯正施設事業参入推進事業といたしまして、５４６

万１，０００円を支出しております。これは、美祢社会復帰促進センターとの地域

矯正を行うため、地元企業参入や雇用の拡大にかかる相談員を配備している経費と

して、５２万３，０００円、美祢社会復帰促進センター刑務作業との連携事業であ

ります、地域共生事業として、４９３万８，０００円を支出しております。 

続きまして、竹材等資源活用事業として、５，８０８万円を支出しております。

このうち、竹材等資源活用事業運営補助金といたしまして、１，７００万円、美祢

農林開発株式会社に対する指定管理料として８００万円、備品購入費として、１，

７３０万４，０００円、工事請負費として、１，５１４万７，０００円を支出して

おります。 

続きまして、２目商工振興費でございます。３番目、美祢市商工会運営事業補助

金として９４０万円を支出しております。続いて美祢あきない活性化応援事業でご

ざいます。２５９万９，０００円を支出しておりますが、内訳としては改修費補助

金３件、家賃補助６件の該当があり、これらに対する補助金でございます。 

続きまして、商工貯蓄共済融資制度保証料補給事業として、２２１万４，０００

円を支出しております。続いて、小規模企業者融資事業として、２，０７９万１，

０００円を支出しております。内訳としましては、制度融資預託金として、市内金

融機関に対しまして、１，４９１万１，０００円の預託金を、保証料補給補助金と

して７９万９，０００円、商工組合中央金庫預託金として５００万円を支出してお

ります。なお、預託金につきましては、３月末日をもちまして各金融機関から、戻

し入れが行われるという仕組みとなっております。 
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続きまして、住宅リフォーム助成事業として１９７万９，０００円を支出してお

ります。これは、住する住宅を、市内施工業者でリフォームすることに対しまし

て、助成を行うというものでございます。昨年度の実績といたしまして、２４件の

御利用をいただいているところでございます。助成の方法としては、助成額の一部

を美祢産農産物、残りの部分を商品券という形で助成をさせていただいておりま

す。 

続きまして、３目流通対策費でございます。消費者相談窓口機能強化事業として

１３４万４，０００円を支出しております。このうち、１３４万３，９６５円を県

補助金として受け取っているところでございます。 

以上でございます。 

○委員長（髙木法生君） 繁田観光総務課長。 

○観光総務課長（繁田 誠君） 続きまして、４目観光費について御説明をいたしま

す。最初に１観光事業特別会計繰出金でございます。支出額４５１万８，０００

円、この内容につきましては、秋吉台リフレッシュパークのトロン温泉に関わりま

す、市民に関わる福祉事業及び合併５周年記念事業等協賛分減収補填金でございま

す。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 綿谷観光振興課長。 

○観光振興課長（綿谷敦朗君） 続きまして、２番美祢市観光協会補助金といたしま

して、１，０００万円を支出しております。これは、観光協会運営費として、専務

理事事務局長の人件費及び理事に対する行動費等に対するものでございます。次に

秋吉台観光まつり補助金７６８万６，０００円を、支出しております。 

次に５７ページ４番です。観光交流パートナー協議会助成事業、２０万円を支出

しております。これは、山口市との連携を図るため設置をした、パートナー協議会

への負担金でございます。 

以上でございます。 

○委員長（髙木法生君） 繁田観光総務課長。 

○観光総務課長（繁田 誠君） 続きまして、５大岩郷周辺整備事業です。支出額１

７８万５，０００円、内容につきましては基本設計の測量業務委託料となります。 

以上です。 
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○委員長（髙木法生君） 河村商工労働課長。 

○商工労働課長（河村充展君） 続きまして５目道の駅管理経費でございます。道の

駅活用促進事業といたしまして、総額３，６６８万２，０００円を支出しておりま

す。主なものとして道の駅おふくのリスク分担に基づく指定管理料２６０万１，０

００円、施設整備工事費として４７万３，０００円、出資金として３，０００万円

となっております。 

続きまして、６目産業技術センター費でございます。施設の管理費として、総額

８９６万７，０００円を支出しております。そのうち、県道及び河川改修に伴う施

設改修工事費７５６万円を支出しておりますが、この財源については、県支出金が

充たっております。利用件数については５０件の御利用をいただいておるところで

ございます。 

続きまして、７目企業誘致等対策費でございます。企業誘致を推進する経費とし

て、総額２７４万９，０００円を支出しているところでございます。 

続きまして、８目十文字工業団地給水施設費でございます。十文字工業団地の給

水施設を管理運営する経費として、総額２２５万５，０００円を支出しているとこ

ろでございます。 

商工費最後でございます。９目六次産業化推進事業費でございますが、総額６４

１万９，０００円を支出しております。内訳といたしましては、六次産業化ネット

ワーク構築事業として、６３万円、これは新商品の開発や販路開拓等の六次化の取

り組みに対する事業でございますが、平成２５年度は、福岡市で開催した、美祢ま

るごとマーケットの経費でございます。２番目の六次産業化振興推進事業について

は、市内の個人・団体の方に六次化に取り組んでいただくための、チャレンジ型の

補助事業でございますが、昨年度は５件、５９万円の支援を行ったところでござい

ます。３番目の地域ブランド化推進事業については、美祢市の地域ブランドになり

得ると認められる、事業化につながる比較的大きな取り組みに対する補助事業で、

３件３００万円の支援を行ったところであります。４番目の地域ブランド認証制度

事業でございますが、２１９万９，０００円を支出しております。委員の皆様方も

御存じのとおり、昨年度第１回目の美祢市地域ブランドであります、ミネコレクシ

ョンの認定を、８事業者２０商品に対し行ったところであります。この認定までの

間、美祢市六次産業化振興推進協議会を設置し、六次産業化の振興に向けた提案等
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をいただきながら、ミネコレクション認定に関する基準づくりや、認定方法を決定

したところであります。併せてミネコレクションの審査会を設置し、審査を行って

いただきました。加えまして、地域ブランド基準づくりやロゴマークの作成、講演

会や個人相談会等も開催しており、これらに要する経費として、２１９万９，００

０円を支出したところであります。 

以上で、商工費の説明を終わります。 

○委員長（髙木法生君） 説明が終わりました。それでは、質疑を行います。質疑は

ございませんか。坪井委員。 

○委員（坪井康男君） 観光協会への補助金１，０００万円についてお伺いをいたし

ます。これはいつだったですか、３月の定例議会だったでしょうか。私は補助金と

か交付金を出している先については、きちんとした交付要綱をおつくりください

と、その時は藤澤部長は、単に美祢市補助金交付規則によって出しとるとこういう

お話でしたが、交付要綱はおつくりになったんでしょうか。そしてこの交付要綱

で、１，０００万、昨年は９５０万だったでしょうか。どういう趣旨でお出しにな

る、そして、どういうふうにフォローしていくのかということを定めておられると

思いますが、御説明をお願いしたいと思います。 

○委員長（髙木法生君） 藤澤総合観光部長。 

○総合観光部長（藤澤和昭君） ただいまの坪井委員の御質問にお答えしたいと思い

ます。３月議会で御指摘のありましたとおり、観光協会の補助金のみならず、総合

観光課が所管する補助金についての適正な事務処理ということで、補助金交付要綱

の制定ということを御指摘いただきました。私どもといたしましては、直ちに補助

金交付要綱の策定に取り掛かり、３月議会終了後２５年度中に補助金交付要綱を作

成して、現在はその補助金交付要綱に基づいた補助金を交付させていただいており

ます。 

続きまして、補助金の２５年度の観光協会の補助金、運営補助金の件でございま

すが、これは基本的には平成２５年度４月に観光協会が法人化、一般社団法人とし

て設置、設立されたところであります。観光協会と美祢市観光施策は、本市の観光

立市に向けて両輪となって、その推進力となって、さまざまな取り組みをするとこ

ろであり、その思いは一つとなっているところであります。つきましては、その一

般社団法人の経営基盤の安定と、有効な活動ができるように、その財政基盤を支援
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するために、人件費補助としての、この１，０００万補助金を交付しているところ

であります。 

なお、これ以外にも、これは一般会計でありますが、いろんな施策、各事業につ

きましては、それぞれの事業に対する事業補助金、あるいは職員、私ども市の職員

が出向し、人的な支援をやっているところであります。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 坪井委員。 

○委員（坪井康男君） 先ほどの綿谷観光振興課長の御説明によると、この１，００

０万円は専務理事、事務局長、その他の人件費として、お出しになったとこういう

ように御説明がありました。それでね、せっかく一般社団法人化してですよ、しか

も観光事業を推進する牽引者として活躍してもらおうと、こういうことですよね。

ところが仄聞するところによりますとね、専務理事さん７月末か８月末にお辞めに

なったと、こう聞きます。それから、以前から私不思議だなと思っていたんです

が、林副市長がおられるから言いにくいんですけども、山本勉会長さんはね、美祢

農林開発と掛け持ちですよ。いま私が申し上げた事が事実と違ったら指摘してくだ

さい。せっかく１，０００万も出してですよ、きちんとした体制をおつくりくださ

いねと言ってる矢先に、専務理事さんお辞めになったって本当ですか、まずそこか

ら確認します。答えてください。 

○委員長（髙木法生君） 藤澤総合観光部長。 

○総合観光部長（藤澤和昭君） ただいまの一般社団法人美祢市観光協会の専務理事

の人事の件につきましては、委員御指摘のとおり、私どもも報告を受けておりま

す。 

○委員長（髙木法生君） 坪井委員。 

○委員（坪井康男君） どういう理由でお辞めになったのか知りませんけども、せっ

かく一般社団法人化して、しかも専務理事も含めて１，０００万も補助金を出し

た。その結果がですよ。例えば病気でどうしようもないという理由ならそれはやむ

を得ません。だけどどういう理由かここであえて私はお聞きしませんけどね。なん

か漏れ聞くところによるとあんまりよからぬお話ですよ。これは皆さん全部ご存じ

だと思うけど。こんな体たらくでどうするんです。これ唖然としますよ。山本会長

もまだ兼務ですか。それもお答えください、とりあえず。 
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○委員長（髙木法生君） 藤澤総合観光部長。 

○総合観光部長（藤澤和昭君） 山本会長の職務については、私どもは、農林開発の

ことについては承知しておりませんが、当初会理事。それから会長になられるとき

に、農林開発の方の職務を持っていらっしゃることは承知しております。 

○委員長（髙木法生君） 一応３回をめどにしてください。坪井委員。 

○委員（坪井康男君） 私が何を申し上げたいかもうお分かりだと思います。結局

１，０００万の補助金を出してですよ。出した主体がどこかに消えてしまったと、

これが美祢市の実態ですよ。事実と違えば反論してほしいんですけど、もうこれ以

上髙木委員が質問しちゃいかんというけど、そんなことはないと思うんだけども、

せっかく委員長が、また指示に反すると、また私みそくそに扱われますからこれ以

上言いませんけど、これ厳重に抗議をしておきます。こんなバカな補助金はダメで

す。やめるべきです。何かあれば言ってください。副市長でもいいですよ。どうぞ

答えてください。こんな補助金はやめるべきです。あれだけ、私は専務理事さん大

変有能な方だと聞いておりますよ。せっかく有能な方をここに派遣して、派遣とい

うか再就職されてですよ、挙げ句の果てに辞めちゃったって、これはないでしょ

う。副市長。どうですか、なんか一言いってください。 

○委員長（髙木法生君） 林副市長。 

○副市長（林 繁美君） 坪井委員の御質問といえば御質問なんですが。観光協会の

人事についてということで、専務理事さんが辞められたという事は聞いておりま

す。理由は一身上の都合ということで聞いております。私の方からは、元課に対し

てですね、早くそういった、後釜といいますか、人材を張り付けるようにというこ

とで、指示はしております。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） この事は多少政策的なこともあろうかと思いますので、今

度の総括の時にもし質問があればお願いたしたいと思います。他にございません

か。三好委員。 

○委員（三好睦子君） お尋ねします、先般の議会で美祢市中小企業者融資制度に関

する条例が可決したわけですが、今回の２５年度の決算についてですが、今日はそ

の件なので、これに関連してお尋ねしますけど、美祢市小規模企業者融資制度に関

する条例というのは、この先般可決した条例があるので、これは自然消滅だと思う
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んですが２８年の３月３１日にはこれが復活するのでしょうか。 

○委員長（髙木法生君） 河村商工労働課長。 

○商工労働課長（河村充展君） ただいまの御質問でございますけれども、今の件に

つきましては三好委員さんの勘違いではなかろうかと思われます。皆様方―――と

いうようなお顔をされております。小規模企業者の融資制度につきましては継続し

て、制度を実施させていただくということは、先般も説明させていただいたものが

あろうかと思います。御確認いただければと思います。 

○委員長（髙木法生君） 三好委員。 

○委員（三好睦子君） はい、わかりました、何か疲れがでたんでしょうか。それで

思うんですけど、中小企業の方が元気になるということは、地域が活性化するとい

うことで、大変いいと思うんですけれど、この報告書の中の５６ページなんですけ

ど、商工会運営補助事業というのがでていますが、これは美祢市の中で１本で出て

いるのか、旧１市２町で出ているのかをお尋ねします。 

○委員長（髙木法生君） 河村商工労働課長。 

○商工労働課長（河村充展君） ただいまの御質問でございますけれども、こちらに

記載させていただいているのが、市商工会運営補助事業という記載をさせていただ

いております。正確に書けば、美祢市商工会運営補助事業ということになろうかと

思います。美祢市商工会につきましては、こちら、美祢市の行政の合併前より先に

ですね、商工会のほうは合併をされておりますので、ただいまの御質問につきまし

ては、１市２町でそれぞれございました商工会、全体に対する、全体の商工会に対

する補助金ということになるかと思います。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 三好委員。 

○委員（三好睦子君） 分かるかどうか分かりませんけど、商工会の１市２町といい

ますか、旧美祢地区、秋芳地区、美東地区の会員さんが分かれば教えてください。 

○委員長（髙木法生君） 会員数ですか。〔「はい」という者あり〕河村商工労働課

長。 

○商工労働課長（河村充展君） 済みません、今手元の資料の中で会員数が正確に記

載をされているものを持ち合わせてはおりません。後ほどまた、確認をさせていた

だいて、御報告をさせていただきますが、今年度４月１日という形のものでよろし
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ゅうございますか。いずれにしても、後ほど御報告させていただきたいと思いま

す。 

○委員長（髙木法生君） 概ね３回でお願いします―――最後で。三好委員。 

○委員（三好睦子君） まとめて言います、済みません。何と言いますか、商工会、

何でこだわるかというと、美東は商工会があったんですが、秋芳等と一緒になった

そうで、出張所のような感じであるんですけど、今回のこれさくら振興券ですか、

消費税増税に伴うプレミアム券が出されたわけですが、美東では券が買いに行ける

のは行けるんですけど、注文をしておって、くださいと言ってその場ではいただけ

ないんですね。注文をしておって、次の日にその１万円を持って、その券と交換だ

と。行くにしても、それが美東では券が置いていないと、売れないということで、

そういうふうに取られています。それでなぜかと聞くと、職員さんも少ないという

ことでしたが、私がうかがった時は３人いらっしゃったんですけど、そしたら金庫

が無いといわれるんです。それで消費税は美祢市内でだれも、市民には同じように

降りかかるわけで、美東だけプレミアムの商品券が買いづらい、求めにくいという

ことは、不公平な気がしたんです。高齢者の方は、私たちは車でどこでも行けます

けど、高齢者の方はわざわざタクシーを使って秋吉までは買いに行かないよねと、

そういうことなんですが、そしてその時に聞いたんですけど、美東に商工会があっ

て、地域が活性化するということは、美東でも秋芳でも美祢でも同じことだと思う

ので、同じようにしていただきたいと思いまして、商工会の人数を聞かせていただ

きましたが、市として指導というか、このような融資制度があるのですから、何と

か同じように、この補助金事業で市民にサービスが同じようにできるような、手立

てをしていただけないかと思うのですが、これについてお伺いします。 

○委員長（髙木法生君） 河村商工労働課長。 

○商工労働課長（河村充展君） ただいまの御質問でございます。プレミアム商品券

の販売につきましては、三好委員から以前確認がございましたので、私どもも商工

会に対しまして、確認をさせていただきました。それについては、先ほど三好委員

が言われたとおりでございまして、私どもも商品券の管理上の問題とか、いうこと

を言われるとですね、きちんとした管理、現金と同じものということでございます

ので、きちんとした管理をしていただく必要があろうということで、やむなく処置

をせざるを得ないという状況もございました。人の配置の問題や、そういった金庫
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の関係の問題ということもございまして、今後につきましてもですね、商工会の加

入者の方、商業をされている事業者の方達に不公平感が出ないような形でですね、

商工会の運営をしていただけるようにですね、私どもも指導をさせていただきたい

と思います。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 他にございませんか。山中委員。 

○委員（山中佳子君） ４目地域ブランド認証制度事業についてお尋ねします。これ

はロゴマークが作成されまして、地域ブランドミネコレクションの認定を受けた２

０品目ですが、その後の販売状況というものはどのように把握されておりますでし

ょうか。 

○委員長（髙木法生君） 河村商工労働課長。 

○商工労働課長（河村充展君） ただいまの御質問が六次産業化推進事業の関係の地

域ブランド認証制度事業の件についてでございます。このミネコレクションに認定

がございましたのが発表がございましたのが、ご存じのとおり美祢さくらまつりの

会場において、２０商品の認定の発表がございました。その後ですね、私どももせ

っかく２０商品の認定がなされたのに、こういった事業者の方たちが、いうなれば

収益をより多く上げていただくということが、やはり一番大事な事であろうという

こともございますので、いろんな形の支援ができますようにイベントの情報等を聞

きつけていくなり、地域であるイベントについて参加の打診をうっていったり、ま

た私どもも一緒に販売に御協力をさせていただいたりということで、本年度は現状

そのような動きをさせていただいておるところでございます。山中委員の言われま

した、販売の状況がどうかというところについてはですね、今現在のところ、私ど

もも数字といいますか、具体的な数字について確認をとらさせていただいておりま

せん。したがいまして、回答ができないというところでございますけれども、せっ

かく認定を受けられた事業者の方が、より多く収益が上げられるような形で、今後

も後方支援をさせていただくという考えで努めてまいりたいというところもありま

すので、こちらの、収益の関係の数字につきましては、また今後確認をさせていた

だいたうえで、また御報告をさせていただければと思いますが、事業者の方によっ

ては、ちょっと数字を差し控えたいというところもあろうかと思います。その辺に

ついては御了承いただければと思います。 
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以上です。 

○委員長（髙木法生君） 岩本委員。 

○委員（岩本明央君） 財政課長さんに本当に初歩的な事をお尋ねいたします。５６

ページの商工振興費の中の６の小規模企業者融資事業。この中で制度融資預託金が

１，４９１万１，０００円とその次の次の商工組合中央金庫預託金が５００万、こ

れは３ページにあります、歳入の状況の自主財源の財産処理か何かになるんですか

ね。その辺の初歩的な事ですが、教えてもらえたらと思って質問します。 

○委員長（髙木法生君） 河村商工労働課長。 

○商工労働課長（河村充展君） ただいまの件でございますけれども、３ページにご

ざいます、財産収入のところに含まれていると。 

○委員長（髙木法生君） よろしいですか、他にございませんか。秋枝委員。 

○委員（秋枝秀稔君） すみません、先ほどの５８ページ３番目。地域ブランド推進

事業、これ将来有望な商品をえらばれたと思うんですけど、ちょっと興味がありま

して、その３つというのはどういうものでしょうか。教えていただくと。 

○委員長（髙木法生君） 河村商工労働課長。 

○商工労働課長（河村充展君） 詳しくは確認をさせていただきたいと思うんですけ

れども、今の御質問については、商品という意味で、それとも事業者ですか。ちょ

っと確認をさせていただきたいと思います。 

○委員長（髙木法生君） それでは、後ほど御回答を申し上げるということでよろし

いですか。はい、他に質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（髙木法生君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

次に土木費を議題といたします。執行部より説明を求めます。中村建設課長。 

○建設課長（中村壽志君） 最初に総務費の中の建設課事業について御説明させてい

ただきます。報告書の３４ページをお開きください。２款総務費・１項総務管理

費・９目交通安全対策費について御説明いたします。１の交通安全委員施設整備事

業、これは市道に付帯する既設の安全施設の更新、補修及び新規整備ですが、６１

８万６，０００円を支出をしております。 

続きまして、報告書の５８ページをお開きください。下段の８款土木費について

主な事業を御説明いたします。まず、１項土木管理費・１目土木総務費ですが、２
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の道路台帳作成事業、これは道路改良などによる修正ですが、美東地域の道路台帳

の修正に９９０万８，０００円を支出しております。報告書５９ページに移りまし

て、２目地籍調査費ですが、１の地籍調査事業に８，３２３万１，０００円を支出

しております。平成２５年度においては、美祢地域東厚保町山中の一部を２．０４

平方キロメートル、美東地域大田絵堂の一部を２．７０平方キロメートル、合計

４．７４平方キロメートルの一筆地調査を行っており、進捗状況については、表の

とおりでございます。 

続きましてその下、２項道路橋梁費・１目道路維持費ですが、１の道路維持事

業、市道吉則上領線ほか、除草剤散布業務、また、市道旦平佐線ほか、舗装補修工

事等に８，８１６万２，０００円を支出しております。また、２の市道美化活動事

業に２８４万５，０００円、３の社会資本整備総合交付金事業として、市道麦川桃

ノ木線にかかる事業に、４，０６７万８，０００円、４のトンネル施設総点検業務

に１４１万７，０００円を支出しております。 

続きましてその下、２目道路新設改良費ですが、市道改良工事測量設計業務、県

事業負担金などに１億９，６２２万５，０００円を支出しております。なお、道路

新設改良費の不用額１，０７０万７，０００円の主なものは、負担金と補償費であ

り負担金については県営建設事業にかかる負担金でございまして、事業の変更等に

より負担額が減少したことによるものです。また補償費につきましては、道路改良

事業の進捗を図るため、平成２５年度末まで予算を確保しておりましたが、年度内

に地元との調整が整わず、不用となったものです。報告書６０ページに移りまし

て、中段の３目橋梁維持費ですが、２の社会資本整備総合交付金事業として、橋梁

点検、長寿命化修繕計画策定業務、繰越事業として橋梁通常点検業務ほか３件を合

わせて、５，４８８万５，０００円を支出しております。なお、道路橋梁費におけ

る不用額の１，９７０万９，０００円の主なものは工事請負費、委託料であり、そ

のうちの１，８９８万９，０００円が繰越明許費における不用額で国の大型補正の

要望額に対して、約６８％しか交付されなかったことによるものです。 

続きましてその下、３項都市計画費、下段の２目街路事業費ですが、１の街路事

業経費として、於福厚保駅照明施設設置工事などに、６６８万９，０００円、２の

社会資本整備総合交付金事業、ここでは市道、渋倉伊佐線の土地購入費などです

が、５，２３１万４，０００円を支出しております。報告書６１ページに移りまし



－78－ 

て、３目都市公園管理費ですが、１の都市公園管理経費として下の表にあります、

西伊佐街区公園などに、１，５１２万３，０００円。２の桜山公園管理経費３９０

万２，０００円を支出しております。また、繰越事業として、３の社会資本整備総

合交付金事業、ここでは公園施設長寿命化計画策定業務ほか１件に５９９万５，０

００円を支出しております。 

続きまして、報告書６２ページに移りまして、４項河川費・１目河川総務費です

が、２の河川維持経費として、石入川河川護岸整備工事ほか６件に１，０２８万

９，０００円、３の河川公園管理事業費として、下の表にあります、高山河川公園

ほか３公園に、４９８万３，０００円を支出しております。 

続きまして下段、５項住宅費・１目住宅管理費ですが、１の住宅管理事業とし

て、修繕などに３，０４１万円を支出しております。 

報告書６３ページに移りまして、２目住宅建設費ですが、１の社会資本整備総合

交付金事業として、高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助と、白土団地外壁改修及

び内装改修工事ほか１件に１，７８８万７，０００円を支出しております。 

続きまして、歳入についてですが、平成２５年度美祢市各会計歳入歳出決算及び

基金運用状況審査意見書の４３ページをお開きください。（５）の住宅使用料の収

納状況ですが、収納未済額については、現年過年合わせて、２，８１８万９，００

０円、対前年度比１３０万１，０００円の増となっておりますが、収納率につきま

しては８５．８％、対前年度比０．４％上回ることができました。これらの状況を

踏まえまして、市営住宅家賃滞納整理事務処理要綱に基づき、電話や戸別訪問を行

い、納付誓約書を交わすなど、対策を講じているところでございます。最近の社会

全体の景気低迷が家計を逼迫し家賃の収納状況が芳しくないということもあるかも

しれませんが、公平に住宅使用料を徴収するため、滞納整理についてこれまで以上

の取り組みを実施していきたいと考えております。 

土木費の説明は、以上です。 

○委員長（髙木法生君） 説明が終わりました、それでは質疑を行います。質疑はご

ざいませんか。岩本委員。 

○委員（岩本明央君） これは一部お願いもありますが、５９ページをお願いいたし

ます。この道路維持費の中の２の市道美化活動事業、これは２４年度２５年度私ど

もの集落も、それと近所の集落も大変活用をされまして、人気がよろしゅうござい
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ます。それで来年度、平成２７年度もぜひ―――今年から名称が変わったんです

ね、２６年から名称が変わったんですが、ぜひ大幅な増額で予算をつけていただき

ますように、お願いをしたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（髙木法生君） 要望でよろしゅうございますか。他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（髙木法生君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。この際、説明員交代

等のため、暫時３時４０分まで休憩をいたします。 

午後 ３時２５分 休憩 

 

午後 ３時３９分 再開 

○委員長（髙木法生君） 休憩前に引き続き、委員会を開きます。先ほどの農林費の

関係で質問に対する回答がございますので、ここで許します。はい、西田建設経済

部長。 

○建設経済部長（西田良平君） 休憩前の４名の委員の方からの質問がございまし

て、それについて御回答申し上げたいと思います。まず、坪井委員さんからの人材

育成事業の成果という御質問がございました。平成２５年度中３５名の就職がござ

いました。内訳申しますと男性の方が１６名、女性の方が１９名というふうになっ

ております。 

続きまして、三好委員さんの御質問、商工会の会員数ということで、約６６０名

ということになっております。今の段階で各支所ごとにといいますか、その内訳は

今まだちょっと分かっておりませんが、総数としては６６０名ということになって

おります。 

それから、岩本委員さんのほうから預託金の歳入、これ大変申し訳ございません

でした。財産収入というふうにお答えしましたが、諸収入の誤りでございました。

申し訳ございません。 

最後に秋枝委員からの六次産業の１００万円の補助３件というのは、どういった

ようなものかということの御質問でございます。これにつきましてはですね、今現

時点で既になにがしかの製品化をされて、それがある意味、世に出ていると言いま

すか、販売等されているというところのものであれば、ここで公表もしたいという

ふうに思いましたが、ちょっとお一人、お二人の方にちょっと問い合わせたとこ
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ろ、ちょっとまだ試作段階でもあるし、まだ公表はできるだけ差し控えてくれない

かというふうな御意見もございましたので、ここでは個人名等については、個人企

業名等についてはですね、差し控えさせていただきたいというふうに思いますが、

基本的に何れの３件とも食に関する六次産業化を推進していらっしゃいます。それ

で金額ベースで言いますと１６０万、１７０万円実際かかるところについて、３分

の２以下ということで１００万円までの補助をしているものが２件、それから実質

的には９００万円ぐらいの事業費がかかる、そういったものも１件ございますが、

私どもの方の限度額が１００万円ということになっておりますので、１００万円を

補助しているという３件でございます。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） それでは、次に消防費を議題とします。執行部より説明を

求めます。はい、松永消防本部次長。 

○消防本部次長（松永 潤君） 消防費について御説明させていただきます。主要政

策成果報告書の６３ページをご覧ください。９款消防費・１項常備消防費・１目常

備消防費の主要事項について説明を申し上げます。１消防職員教育事業といたしま

して２４１万３，０００円、これは消防大学校山口県消防学校等の各種専門教育に

消防職員を派遣し、知識、技術の向上を務めたものです。２救急業務高度化緊急消

防援助隊訓練事業といたしまして、４９万６，０００円、これは救急救命士の運用

に必要な、研修等にかかる負担金、また、香川県で実施されました緊急消防援助隊

中四国ブロック合同訓練に救急部隊を派遣したものです。３消防本部司令室整備事

業といたしまして、９４万５，０００円、これは昨年１０月から運用開始いたしま

した、下関市との指令業務共同運用に伴い、必要機器を導入するため消防本部の司

令室を改修、整備したものです。６通信指令業務共同運用事業といたしまして、１

億２，５１８万５，０００円、これは下関市との指令業務共同運用に伴う施設整備

及び運用経費負担金です。昨年度施設整備が終了し、１０月１０日から指令業務を

共同運用しております。７消防救急無線デジタル化共同整備事業といたしまして、

４，４９０万円、これは下関市との消防救急無線デジタル化共同整備に伴う工事整

備費負担金です。昨年度は、整備３カ年の初年度となっており、平成２７年度末に

整備を完了する計画となっております。参考に、平成２５年度中災害出動件数を記

載しております。 
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次に、２目非常備消防費の主要事項について説明をいたします。１消防隊員教育

事業といたしまして、２６６万４，０００円、これは県消防学校教育派遣及び各種

訓練を実施し、消防団員の技能向上に努めたものです。２消防ポンプ自動車更新事

業といたしまして、７１９万３，０００円、これは消防団赤郷分団第４部隊の小型

動力ポンプつき積載車を更新したものでございます。６４ページをご覧ください。

参考に平成２５年中の消防団出動状況を記載しております。 

次に３目消防設備費の主要事項について説明いたします。１既設防火水槽改修設

置事業といたしまして５０５万１，０００円、これは市内４カ所の既設防火水槽に

安全面、衛生面を考慮し、ふたを設置したものです。２消防団拠点施設等整備事業

といたしまして、１，１８８万５，０００円、これは平成２５年４月１日付で部隊

統合いたしました、消防団、真長田分団の消防機庫を真長田定住センター敷地内に

設置したものです。 

次に、４目水防費について説明いたします。１水防資材整備事業といたしまし

て、１２万５，０００円、これは、水防活動用の土嚢袋、真砂土等を整備したもの

です。 

以上をもちまして、平成２５年度消防費の説明を終わらせていただきます。 

○委員長（高木法生君） 説明が終わりました。それでは質疑を行います。質疑はご

ざいませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（髙木法生君） 質疑なしと認め質疑を終わります。次に教育費を議題とい

たします。執行部より説明を求めます。はい、津守学校教育課長。 

○学校教育課長（津守一郎君） ３３ページをお願いします。総務費・総務管理費・

一般管理費・７の市制施行５周年記念事業、その（５）でございます。子ども夢事

業として、１９１万６，０００円を支出いたしました。未来を担う子供たちに、プ

ロの技や話を体験することを通して将来の夢や希望をもち、ふるさと美祢を誇りと

する子どもたちの育成を図りました。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 内藤生涯学習スポーツ推進課長。 

○生涯学習スポーツ推進課長（内藤賢治君） 続きまして、（６）市制施行５周年市

民大学特別講座でございます。この特別講座に１９０万１，０００円を支出してお
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ります。これは、昨年の４月２７日に元プロ野球選手の桑田真澄氏を講師にお招き

し、夢への挑戦そして実現への講演で演題で講座を開講し、市内外から約７００名

が受講されました。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 高橋文化財保護課長。 

○文化財保護課長（高橋文雄君） 続きまして、（７）大仏さまのふるさとＰＲ促進

事業に、８７万３，０００円を支出しております。これは、本年１０月２５日に開

催の東大寺サミットや国史跡長登銅山跡等のＰＲのため、着ぐるみこぶっちゃんを

製作したものでございます。 

以上で説明を終わります。 

○委員長（髙木法生君） 末岡教育委員会事務局次長。 

○教育委員会事務局次長（末岡竜夫君） ページがとびまして、３６ページをお開き

願いたいと思います。同じく総務管理費ですが、ジオパーク推進事業費といたしま

して、２，５１７万２０００円を支出しております。これは、美祢秋吉台ジオパー

ク推進協議会への負担金、それと秋吉台科学博物館の事務室とエントランス部分の

改修にかかる工事請負費が主なものでございます。なお、美祢秋吉台ジオパーク推

進協議会の主な活動は、その中に記載してあるとおりでございます。 

○委員長（髙木法生君） 津守学校教育課長。 

○学校教育課長（津守一郎君） ６４ページをお願いいたします。１０款教育費・１

項教育総務費・３目指導費、１の学力向上対策プロジェクト事業でございます。２

５１万８，０００円を支出いたしました。児童・生徒の実態把握を基に、教師の校

内研修の活性化を通して、教師の授業力を高め、学力向上を図りました。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 千々松教育総務課長。 

○教育総務課長（千々松雅幸君） 続きまして、６５ページの４目高等学校費であり

ます。市内の私立高校に対する運営費補助として、１，３８０万円を支出しており

ます。 

○委員長（髙木法生君） 津守学校教育課長。 

○学校教育課長（津守一郎君） 続きまして、外国青年英語指導事業費でございま

す。外国青年英語指導事業としまして、１，３８４万６，０００を支出しておりま
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す。外国語指導助手３名を教育委員会に配属することによって、児童生徒の外国語

教育及び国際理解の向上に努めました。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 千々松教育総務課長。 

○教育総務課長（千々松雅幸君） 続きまして、２項小学校費学校管理費になりま

す。まず、１目小学校管理運営事業になります。市内小学校２０校の学校運営維持

のため、８，２５０万円を支出しております。 

次にスクールバス等運行事業になります。学校の統廃合により、遠距離通学をす

ることになった、伊佐小、大田小児童送迎のためのスクールバス運行経費として、

３７３万２，０００円を支出しております。 

続きまして、２目教育振興費になります。まず、教育用パソコン、教育用ソフト

整備事業になります。情報化社会に対応した情報教育の推進のため、パソコン等の

環境整備に５５３万４，０００円を支出しております。 

○委員長（髙木法生君） 津守学校教育課長。 

○学校教育課長（津守一郎君） 同じく、教育振興費でございますけれども、２の学

級支援補助教員活用事業でございます。５６３万２，０００円を支出しておりま

す。一人ひとりの児童が集団の中で生活習慣、学習習慣を身につけることができる

よう、特別な配慮を要する児童への対応やきめ細かな指導体制を充実し、学校運営

の安定化を図りました。５名の補助教員を配置しております。 

○委員長（髙木法生君） 千々松教育総務課長。 

○教育総務課長（千々松雅幸君） 続きまして、３目学校施設整備費になります。繰

越事業として、大嶺小学校管理教室棟の耐震補強工事と、これにかかる工事管理業

務委託として、１，９５２万６，０００円を支出しております。不用額１，１３６

万７，０００円のうち、繰越明許費の不用額が、１，０６６万６，０００円であ

り、これは入札減によるものであります。また、秋吉小学校屋外便所新設工事他、

学校施設整備のため、２，７０１万８，０００円を支出しております。 

続きまして、６６ページをお開き願います。３項中学校費・１目学校管理費であ

ります。市内中学校８校の学校運営維持のため、４，３６０万８，０００円を支出

しております。 

続きまして、２目教育振興費になります。中学校生徒の情報教育のため、パソコ
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ン等の環境整備に、２５３万４，０００円を支出しております。 

○委員長（髙木法生君） 津守学校教育課長。 

○学校教育課長（津守一郎君） 続きまして、同じく２目教育振興費でございます。

２番の子ども自立支援事業として、１４２万３，０００円を支出しております。ス

クールサポートチームを編成しまして、学校教育委員会、市福祉担当課、児童相談

所などの関係機関との連携を図りながら問題を抱える子供の早期発見、早期対応に

努めてまいりました。 

それから、５番の学校図書館充実事業として３５万円を支出しております。生き

る力を育むという理念のもと、知識や技能の習得とともに、思考力、判断力、表現

力等の育成・向上のため、読書センター、学習情報センターとしての学校図書館の

機能の充実を図っております。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 千々松教育総務課長。 

○教育総務課長（千々松雅幸君） 続きまして、３目学校施設整備費になります。継

続費の逓次繰越として、大嶺中学校校舎整備事業に１億５，３２７万２，０００円

を支出しております。不用額２，１３６万６，０００円のうち、継続費の逓次繰越

の不用額が２，０８４万９，０００円であり、主には入札減によるものでありま

す。 

続きまして、４項幼稚園費・１目幼稚園費になります。まず、幼稚園就園奨励費

補助事業になります。幼児教育の振興を図る観点から、保護者の所得状況に応じた

経済的負担の軽減等を図るため、１７９人の対象園児について、２，２１１万４，

０００円の補助金を支出しております。次に、幼児教育振興補助金になります。幼

児教育の振興のため、私立幼稚園連盟に対し２２６万８，０００円の補助金を支出

いたしております。 

○委員長（髙木法生君） 内藤生涯学習スポーツ推進課長。 

○生涯学習スポーツ推進課長（内藤賢治君） それでは、続きまして、主要施策成果

報告書６７ページ５項社会教育費・１目社会教育総務費でございます。まず、不用

額についてでございます。不用額４６８万９，０００円のうち、３２３万８，００

０円は、旧堀越小学校の解体について、平成２６年度に堀越コミュニティセンター

の建設に合わせて解体すれば、過疎債の対象となり有利な条件となることから執行
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を見合わせたことによるものでございます。 

次に、説明欄の６、放課後子ども教室運営事業といたしまして３３０万６，００

０円を支出しております。これは、子どもの安全・安心な居場所を作るということ

で、国と県より３分の２の補助をいただいて実施している事業でございます。市内

には１７教室ありまして、地域の方々の参加を得て様々な体験活動や学習活動を行

っております。対象はすべて児童・生徒でございます。 

続きまして、秋吉台国際芸術村指定管理委託料でございます。現在、公益財団法

人山口きらめき財団が管理をしており、これに対する委託料といたしまして、２，

９４９万６，０００円を支出しております。 

続きまして、６８ページをお開きください。説明欄１０、美祢カルスト子ども映

画祭開催事業で４７万３，０００円を支出しております。昨年度、新規事業として

子供達のコミュニケーション能力や表現力の育成、情報通信機器の活用能力の向上

を目的に、美祢カルスト子ども映画祭を開催し、県内外から３５作品の応募があ

り、当日は約３００名の観覧者の入場がありました。 

次に、２目公民館費でございます。市内に１３の公民館がございますが、各公民

館で開催されております学習活動の報償費及び需用費並びに施設の維持管理費等に

伴う業務といたしまして、６，２４１万７，０００円を支出しております。（１）

でございますが、生涯学習スポーツ推進課で２，５７８万６，０００円を支出して

おります。ここに記載しておりますのは、各公民館で緊急を要した修繕及び比較的

大きな改修工事でございます。（２）の大嶺公民館から６９ページの（１４）の岩

永公民館までは、主にそれぞれの公民館で実施しております生涯学習に係る講座、

学級の講師謝金、管理運営経費等でございます。なお、各公民館の下段には利用状

況を記載しております。 

続きまして、３目図書館費でございます。美祢図書館運営事業といたしまして、

図書館の管理運営費並びに図書の購入費等として２，０７６万７，０００円を支出

しております。美東図書館運営事業につきましては、８１万６，０００円のうち、

主な支出として図書購入費に７０万円、秋芳図書館運営事業につきましては、１，

０２６万３，０００円のうち、主なものとして、図書購入費に７０万円、雨漏りに

よる防水改修工事に７１４万円、エアコン設置工事に１４万７，０００円でござい

ます。また、図書館の利用状況は３館合わせて延べ２万５，６９８人の方が御利用
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になり、年間９万５，４２２点の貸出を行っているところでございます。 

続きまして、７０ページをお開きください。４目市民会館費でございますが、市

民会館管理運営事業といたしまして２，０８４万２，０００円を支出しておりま

す。このうち、市民会館の施設修繕他に８１万８，０００円を支出しております。

なお、利用状況につきましては、年間３万７，０６４人の方が利用されておりま

す。 

以上でございます。 

○委員長（髙木法生君） 高橋文化財保護課長。 

○文化財保護課長（高橋文雄君） つづきまして、５目文化財保護費です。１文化財

保護事業に４９２万６，０００円を支出しております。このうち、指定文化財の保

護管理経費として３２２万３，０００円を支出しております。２の長登銅山跡土地

購入事業に６７４万５，０００円を支出しております。これは、史跡長登銅山跡の

整備・活用を進めるため、平成２２年度から５カ年計画で公有地化を進めている事

業で、２５年度は、約１８，３００平米を公有地化しております。国庫補助約８割

の事業でございます。 

続きまして、６目文化施設費について説明いたします。これは、歴史民俗資料館

等の施設運営のための経費で、歴史民俗資料館運営事業に４２６万２，０００円、

化石採集場運営事業に２１万６，０００円、化石館運営事業に５３１万８，０００

円、大仏ミュージアム運営事業に９０１万１，０００円を支出しております。各施

設の利用状況は一覧表のとおりで、合計１万８，２４９人の方に御利用いただいて

おります。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 内藤生涯学習スポーツ推進課長。 

○生涯学習スポーツ推進課長（内藤賢治君） 続きまして、７１ページ、８目生涯学

習まちづくり推進事業費でございます。生涯学習推進事業といたしまして、１２０

万３，０００円を支出しております。これは、１１月を文化に親しむ月間といたし

まして、市民参加のもと、生涯学習フェスタを開催し、生涯学習のまちづくり啓発

作品の表彰や各種作品展、音楽ダンスまつり、芸能まつりを開催し、１１月２日か

ら２６日の開催期間中、約２，５００名の参加者がありました。 

次に、市民大学講座運営事業といたしまして、１０１万円を支出しております。
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これは、生涯学習の一環といたしまして文化人等をお招きし、市民の方の教養を深

めていただくことを目的に講座を開催しております。昨年度は７月７日に西川ヘレ

ンさんをお招きしております。 

続きまして、９目花づくり推進事業費でございます。花づくり推進事業といたし

まして、１，２７８万円を支出しております。生涯学習の一環としての花づくり推

進を目的に、６月と１１月の２回、市民総社会参加活動において、市内の幼稚園、

保育園、小・中学校、高校、施設、企業等に花の苗配布等を行っております。 

続きまして、６項保健体育費・１目保健体育総務費でございます。主な事業とい

たしまして、社会体育開催事業に６１４万８，０００円を支出しております。主な

内訳といたしまして、美祢市駅伝競走大会開催事業に、９６万７，０００円、参加

７８チーム、美祢秋吉台高原マラソン開催事業に３１０万円、参加申込者２，４５

１名、カルストウォーク開催事業に１４０万円、参加申込者９０３名となっており

ます。 

続きまして、７２ページ、２目体育施設費でございます。これは、体育施設の維

持管理に係る経費でございまして、主な体育施設といたしまして、市民球場経費に

係る経費として８３１万９，０００円、温水プール運営経費に係る費用として３，

２９０万８，０００円、市民プール運営経費に係る費用として２４７万１，０００

円、体育館運営経費に係る費用、これは、スポーツセンターと美東体育館、秋芳体

育館の３施設分でございますが、１，９６２万６，０００円、大嶺高校記念体育施

設の維持管理に係る費用として１１１万１，０００円を支出しております。また、

各体育施設の利用状況につきましては、以下の一覧表のとおりとなっております。 

以上で終わります。 

○教育総務課長（千々松雅幸君） 続きまして、給食施設費になります。安全・安心

な給食を提供するため、学校給食共同調理場８施設、学校給食単独調理場１施設の

運営経費として、７，９４４万３，０００円を支出しております。 

以上でございます。 

○委員長（髙木法生君） 説明が終わりました。それでは質疑を行います。質疑はご

ざいませんか。はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） 報告書の６５ページですが。この鳳鳴小学校の校区の児童が

通学するのに―――の支援だと思うんですが。例えばですよ、例えばこの鳳鳴校区
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の児童さんが綾木小学校に登校すると言われた時に、やはりスクールタクシー代は

出るのでしょうか。お尋ねします。 

○委員長（髙木法生君） ６５ページの何の項になりますか。はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） 小学校費のスクールバス等運営事業、伊佐小、大田小児童の

送迎のためのスクールバス代とありますが、運行しましたとありますけど。どうで

しょうか。 

○委員長（髙木法生君） はい、千々松教育総務課長。 

○教育総務課長（千々松雅幸君） 三好委員の御質問にお答えいたします。スクール

バス等運行事業、これ２５年度の大田小児童の送迎、これにつきましては、桂岩地

域の方であります。鳳鳴地域のスクールバスの運行については２６年度の対応とい

うことになっておろうかと思います。―――済みません、失礼しました。この中で

はなくて、タクシーで対応しております、鳳鳴の方については。 

○委員（三好睦子君） それはどこに出てるんですか。これには出てない。これ。説

明。あ、済みません。決算だから、聞いたらいけないことかもしれませんが、例え

ば鳳鳴校区の方が綾木小学校に行きたいと言われた時に、スクールタクシー代が出

るかどうか、ちょっと今後のこともありますので聞きたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

○委員長（髙木法生君） 千々松教育総務課長。 

○教育総務課長（千々松雅幸君） スクールバスの運行については、委託として出し

ております。ですので、スクールバスについては委託料、タクシーの借り上げにつ

いては使用料及び賃借料で支出をいたしております。 

○委員長（髙木法生君） 千々松教育総務課長。 

○教育総務課長（千々松雅幸君） 予算科目で言いますと、小学校費の教育振興費か

ら支出しております。 

○委員長（髙木法生君） はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） あの質問が、まずいと思いますが、済みません。あの決算だ

からあの決算のことを尋ねなければいけないかと思いますが、あの今後のこともあ

りますので、お尋ねしたいと思いまして聞きましたけど。今鳳鳴校区の児童達は大

田小学校に行ってるんですけど、スクールタクシーで行ってます。でも、もし、例

えばですよ、行くって言われたことでもありませんが、例えばですよ綾木小学校に
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その児童の人たちが、綾木小学校に行ってもいいよとなった場合に、そのスクール

タクシー代はみていただけるかどうかっていうのを聞きたいので、ちょっと決算と

はちょっと違いましたかもしれませんが、ちょっとお尋ねいたしましたが、どうで

しょうか。 

○委員長（髙木法生君） はい、千々松教育総務課長。 

○教育総務課長（千々松雅幸君） 三好委員の御質問にお答えします。対応したいと

いうふうに考えております。 

○委員長（髙木法生君） よろしいですか。三好委員。対応しますと言われました

よ。ほかに、はい、河本委員。 

○委員（河本芳久君） 社会教育の公民館費についてお尋ねします。１３館の公民館

が地域の生涯学習の拠点でもあり、まちづくりの推進的な役割も果たしておると。

まあこう、私は受け止めて、そしてこの２６年度の事業の中にも、住民が生涯活気

にわたり主体的に学習を続けていく、できる場の提供とか、そして活動の支援をす

るとか、こういうかたちで公民館事業の取り組みがなされることが報告されており

ます。今報告の内容をみますとね、主催・共催事業いろいろばらつきがございま

す。そして、中身について本当はもう少し知りたいなという思いもあります。 

そこで２点ほど、まず重要な社会教育施設として多くの役割を持っておるが、こ

の配算の、予算の配算に関わる基準というのがあるのか、ないのか。例えば、高齢

者における学習機会の提供ということも各館で全部やってくださいよとか、地域の

課題を解明するための、いわゆるまちづくりの事業はひとつどの館にも取り組んで

くださいませよと、こういうひとつの指示的なものが教育委員会の方針として各公

民館に伝わってるか、ないか。そういったことがあれば、そういうものに対する予

算配分はどうなっているか。そういう予算配分の基準というものが、どういう基準

で公民館になされておるのか。 

そして、事業推進にあたっては、どういう視点から生涯教育の、学習の拠点とし

ての機能を果たすための基準ていうのをつくっておられるかどうか。この報告書で

はちょっと内容が掴みづらいんです。例えば、共催・主催事業は２０７回もやって

おられる、これ膨大な事業ですね、主催。わずか１２０万円くらいの事業でこれだ

けやれるかどうか。中には９回であるとか、非常にばらつきがあるが、そのばらつ

きが特色があっていいですが、事業が真に地域住民のいわゆるニーズ、要望に応え
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られる事業が展開されているかどうか、そして行政として社会教育の必要課題に応

えるだけの学習内容なり事業展開がされているかどうかというのは、こういう事業

ではちょっと見えづらいわけです。なぜこんなことを言うかといったら、かつては

国や県が学習の内容、婦人学級とか高齢者学級とか青年学級とか、まあそういうひ

とつの学習の基準を決めて、それによって予算が国から配分されて、また事業が県

事業として委託事業がなされてきた。地方分権で全て一括して地方に予算が流れて

くると、そういう生涯学習の拠点として、公民館が果たすべき役割が、受け皿の地

域の公民館なり、市町村によってばらつきが非常に多いんです。ばらつきが。その

配分すべき算出根拠として地方交付税の中に入っていながら社会教育に使われてい

ないんです。そういう面からまず予算配分に対する基準ていうものがあるか、ない

か。事業の中身について、どういう事業を取り組むべきかということについての指

針ていうか、方針ていうのがあるか、ないか、この二つについてお聞きします。 

○委員長（髙木法生君） 内藤生涯学習スポーツ推進課長。 

○生涯学習スポーツ推進課（内藤賢治君） 河本委員さんの御質問にお答えいたしま

す。まず配算の基準についてでございますが、基準は特に設けてはおりません。各

公民館から基本的には要望が上がってきております。この度、特に事業費にばらつ

きがあるものは、修繕工事の主な大きなものとかがございまして、それで今回は特

にばらつきが目立ちますが、基本的には各公民館から上がってきたものが基準とな

ります。 

続きまして、各公民館の事業の中身と言いますか、活動の方針でございますが、

これにつきましては、各公民館でそれぞれテーマを決めて活動をしております。ま

あ、それぞれの公民館で例えば地域住民相互の連携を育てる公民館であるとか、ひ

とり一学習、一スポーツ活動の推進とか、それぞれの公民館で目標を立てて活動し

ておるところでございます。 

以上でございます。 

○委員長（髙木法生君） はい、河本委員。 

○委員（河本芳久君） 今、予算については、特別な基準は設けていないと。これは

ひとつ、それはそれでいいんですが。しかし一応行政としては、最低限これぐらい

の住民にひとつ学習の機会を支援するために予算措置をしていますよっていう、各

公民館にもその面で努力したらどうですかっていう、こういうひとつの教育委員会
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としての指針がないと、お前ら勝手にやっておるというわけじゃあ、ちょっとこり

ゃ、いかがなものかと。これがまず１点。 

それから、テーマを決めてっていうけれども、生涯学習まちづくりっていう大き

なテーマをもって、そして、生涯学習推進大会などを開いておられますが、それが

１番の拠点である公民館にどう浸透しておるかというところ。私はちょっとその辺

が、美祢市の場合は少しいかがなものか。というのが、どういうことかと言うと、

公民館には館長、公民館主事を配置するという一つの、公民館主事、一般地方公務

員じゃあないですよ。公民館主事と、そしてその主事には一定の学習を経て社会教

育法ではいわゆる資格が要るわけです。その社会教育主事としての資格、図書館司

書なら司書という資格、そういう資格を持った職員の配置に努めるということが行

政の、やはり努力なんです。そういったものがなおざりにされて、一つただ職員が

配置しておる。ただ公民館で施設をつくっておる。じゃあ中身が何かということに

ついて少し最近の公民館活動をみますと、中身について懸念されるところがあるか

ら、今確認をしておるんです。でそういう面で、例えば、高齢者の問題が地域で

は、いわゆるますます孤立化する、そういう地域の高齢者の集いの場所としての、

また学習の場として、そういったものが各公民館にあるか、ないか。まずこの辺か

らお聞きしたいんです。 

○委員長（髙木法生君） はい、内藤生涯学習スポーツ推進課長。 

○生涯学習スポーツ推進課長（内藤賢治君） まずあの、高齢者の集いの場がある

か、ないかということですが。各公民館で特色のある活動をしておりまして、菊づ

くり教室であるとか、野菜つくり教室、男性料理教室とかそういったものもありま

して、各公民館で工夫して、まあ高齢者学級というのもございます。そういったも

のが各公民館で実際に活動しております。 

○委員長（髙木法生君） よろしいですか。ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（髙木法生君） 質疑なしと認め質疑を終わります。次に災害復旧費を議題

とします。執行部より説明を求めます。はい、志賀農林課長。 

○農林課長（志賀雅彦君） それでは、報告書の７３ページをお願いします。１１款

災害復旧費・１項農林施設災害復旧費・１目単独災害復旧費につきまして、１現年

発生災害復旧費として、１，１２０万１，０００円を支出しております。これは、
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農地災害復旧１件、裏山の崩土取り除き１件、林道災害２件の復旧工事、また農地

及び施設災害のうち、小規模な災害４５件について、地元受益者による工事施工に

対し補助金を交付しております。 

続きまして、２目補助災害復旧費につきまして、１現年発生災害復旧費として、

農地・施設災害復旧工事費３件と工事に伴う測量設計などの委託料を合わせて４８

２万４，０００円を支出しております。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） 中村建設課長。 

○建設課長（中村寿志君） 続きまして、２項土木施設災害復旧費、１目単独災害復

旧費ですが主な事業として、現年災８件などに７５０万２，０００円を支出してお

ります。 

次の２目補助災害復旧費、１の補助災害復旧事業、現年ですが、現年災１２件等

に４，１０２万８，０００円を支出しております。また、２の災害復旧事業、過年

ですが、用地取得にかかる測量業務で現年度分と繰越分を合わせて、１，１３４万

円を支出しております。なお、不用額の補助災害３２８万２，０００円の主なもの

は、災害復旧工事をする際に、内容変更等生じる恐れがあったため、平成２５年度

末まで予算を確保しておりましたが、変更の必要がなかったため、不用となったも

のです。 

災害復旧費の説明は以上です。 

○委員長（髙木法生君） 説明が終わりました。それでは質疑を行います。質疑はご

ざいませんか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（髙木法生君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。以上で議案第１７号

平成２５年度美祢市一般会計決算の認定についての説明、質疑までを終了いたしま

した。なお、討論、採決につきましては総括審議終了後に行いますのでよろしくお

願いいたします。それでは、その他委員から何かございましたら御発言をお願いい

たします。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（髙木法生君） ほかにございませんか。ないようでしたら、これにて本日

の審査を〔「委員長」と発言するものあり〕山田教育委員会事務局長。 
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○教育委員会事務局長（山田悦子君） 先ほど三好委員の質問の中で、費目について

間違いがありましたので訂正をさせていただきます。鳳鳴小学校地域、まあ旧鳳鳴

地域ですが、綾木小に通われ、その前に大田小学校に通われているということで、

スクールバスの事業費じゃあないということを申し上げましたが、それにつきまし

ては、教育振興費と申し上げましたが管理費のほうから、教育管理費のほうから使

用料として支出しております。それと、綾木小学校に通った場合はどうかというこ

とでしたが、鳳鳴小学校と綾木小学校が統合した場合になりますので、統合したほ

うの学校ですね、旧鳳鳴地域についてはその通学については市が責任を持つという

かたちにしておりますので、綾木小に行かれても通学については市が支援をしま

す。 

それと、河本委員の関係ですが、方針はないのかということがありましたが、社

会教育委員会議というのがありまして、そこで教育委員の皆様に方針等協議をして

いただいております。その方針を受けまして、各公民館長に対して館長会議を開

き、市としてもその方針を伝えておりますし、各公民館では運営審議会というのも

持っております。そこの意見を伺いながら各公民館で特色のあるサブテーマ、それ

から事業等についてもですね、計画を立て運営をしております。 

それから、事業内容がこの報告書では分からないということでしたが、全てをこ

れに書くわけにもいきませんので、教育委員会といたしましては、教育要覧ってい

うのを毎年作成しております。これについては、議員の皆様にも配付をしておりま

すので、この中に各公民館の活動状況というのが詳しく書いてありますので、そち

らをご覧いただければと思います。 

以上です。 

○委員長（髙木法生君） ほかにないようでしたら、これにて本日の審査を終了いた

します。なお、明日の２５日午前９時３０分より特別会計決算につきまして審査を

いたしますのでよろしくお願いいたします。本日はこれにて散会いたします。御審

査、御協力誠にありがとうございました。お疲れさまでした。 

午後 ４時２５分 閉会 
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